
令和６年度　地域福祉計画

目 標 事 業 評 価 調 書

福祉子ども部　福祉総務課



【評価】　（目標の達成と進捗の状況）

Ａ 取り組みを実施し、目標を達成している。

Ｂ 取り組みを実施し、一定の成果が出ている。

Ｃ 取り組みを実施したが、十分な成果が出ていない。

Ｄ 未実施

※計画の期間（2018年度～2026年度）に対する目標の達成状況

【次年度方針】

新規 新規事業の実施

継続 現行どおり、事業を継続する

充実 事業の充実、強化を図る

改善 事業の見直し、改善を図る

縮小 事業規模を縮小する

廃止 事業を廃止する

【部署名の省略】 （評価調書案のみに使用）

【調書の進捗状況及び次年度方針の見方】

経営政策部：未来（未来創造課）
総務部：防災（防災防犯課）
福祉子ども部：福総（福祉総務課）、生活（生活福祉課）、障害（障害福祉課）、子育て（子育て支援課）、子家（子ども家庭支援センター）
生涯健幸部：健推（健康推進課）、介護（介護保険課）
都市整備部：都市（都市計画課）、道路（道路交通課）
地域振興部：協働（市民協働課）、男女（男女共同参画センター）
教育部：教企（教育企画課）、教指（教育指導課）、生スポ（生涯学習スポーツ課）
その他：社協（社会福祉協議会）



基本
方針

施策の方向性

【９】ユニバーサルデザインのまちづくり

施策の柱 具体的な取り組み

基本方針１　人を育てる

施策の柱１
支え合い・助け合いの心を育む

【１】福祉教育の推進　（重点）
１．福祉の理解、ボランティア学習の推進

２．福祉の体験を通じた子どもの人間性の育成

【２】多世代による支え合いの地域づくり
３．地域で支え合う地域福祉の推進

４．お互いに助け合う仕組みへの支援

施策の柱２
地域福祉を推進する人を育て

る

【３】生活支援コーディネーターの充実
５．生活支援コーディネーターの活動推進

６．地域福祉コーディネーターとの連携

【４】人材の育成支援

７．福祉にかかわる人材の育成・支援 

８．地域活動の担い手の発掘・育成

９．大学との連携

基本方針２　地域を育てる

施策の柱３
地域のつながり をつくる

【５】地域単位の自治組織の形成促進
10．自治会・町会等による地域コミュニティ活動の支援

11．小学校単位の地域コミュニティ活動の支援

【６】サロン等の居場所、交流の場の拡⼤
12．地域のサロン、高齢者や障害者等の活動の場づくり

13．サロン情報の提供、サロン活動団体のネットワークづくり

【７】市⼤活動の活性化
14．ボランティア、NPO法人等の育成・支援

15．市⼤活動団体の活動活性化

施策の柱４
安心して暮らせる まちをつくる

【８】災害時の助け合いの仕組みづくり

16．地域の自主防災組織化の推進

17．福祉避難所連絡会の開催

18．避難⼤動要支援者登録制度の普及推進

19．公共施設等のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の推進



基本
方針

施策の方向性

【１３】分野横断的な福祉サービス等の展開

27．地域住民の参加による地域連携

38．社会福祉法人のネットワークの充実

施策の柱 具体的な取組

基本方針３　地域生活を支える

施策の柱５
適切なサービス利⼤につながる
仕組み をつくる

【１０】相談体制の相互連携の推進・充実　（重点）
20．包括的な相談支援体制

21．生活困窮者支援を通じた地域づくり

【１１】権利擁護の推進

22．地域福祉権利擁護事業の充実

23．権利擁護事業を推進する市民人材の育成

24．成年後見制度の充実・推進

25．虐待の防止と保護

【１２】支え合いの仕組みづくり　（重点）

26．生活支援体制整備事業の推進

39．制度の狭間の課題解決

28．支え合うきよせ委員会（生活支援・介護予防サービス提供主体等協
議体）の設置・開催

29．分野横断的な福祉サービス等の展開

施策の柱６
支援を必要とする人をみんなで
支える 仕組みをつくる

【１４】⼤地域での住⼤組織の⼤ち上げ支援　（重点）

30．地域福祉活動の推進

31．地域で顔見知りになる機会づくり

32．住民に身近な圏域である小地域での協議

【１５】地域による⼤守り体制づくり
33．地域住民による見守り支援体制の推進

34．防災・防犯対策の充実・強化

【１６】社会資源活用の体制整備
35．人材及びノウハウ等の活用

36．空き家等の活用

【１７】専門職のネットワークづくり

37．医療・介護のネットワークの推進



令和６年度　地域福祉計画　目標事業評価調書（案）

基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

【取り組み１】
福祉の理解、ボラ
ンティア学習の推
進

《生スポ》
○市内団体である清瀬国際交流会と共催で、外国
人へ日本語を教える「日本語学習支援ボランティア」
の新規ボランティア向けの養成講座及び既存ボラン
ティア向けの学習会を開催した。養成講座では8割
程度の講座受講者が講座終了後にボランティア活
動に参加していただいた。
《社協》
○障害理解に焦点を当て、市内の小中学校4校に
対して福祉学習を実施。主に小学４～６年生、中学
2・3年生が学校のカリキュラムとして「総合的な学習
の時間」で福祉学習を行っている。のべ31７名の生
徒に対して当事者からのお話しと疑似体験を実施し
た。
○視覚障害当事者、身体障害当事者、聴覚障害当
事者の協力を得て、交流の時間や疑似体験を通じ
て、障害理解の推進を図った。

《生スポ》
○新規ボランティア向けの養成講座は、新しいボラ
ンティアを獲得し、次の代へと繋げるために重要で
ある。引き続き新規ボランティアの獲得を目指して
いく。
《社協》
○福祉学習を協働で進めている団体のメンバーの
高齢化が課題。また、既存の福祉学習のテーマ
（高齢・障害等）に囚われず柔軟なテーマ設定を行
い、多様な住民の参加・協力を得て福祉の理解や
ボランティア学習を推進していくことが必要である。

B 充実

《社協》
〇障害理解に焦点を当て、市内の小中学校3校に対し
て福祉学習を実施。主に小学４～６年生、中学2年生が
学校のカリキュラムとして「総合的な学習の時間」で福祉
学習を行っている。のべ333名の生徒に対して当事者か
らのお話しと疑似体験を実施した。
〇視覚障害当事者、聴覚障害当事者、介護経験者の
協力を得て、交流の時間や疑似体験を通じて、障害理
解の推進を図った。
《生スポ》
○清瀬国際交流会と共催で、外国人へ日本語を教える
「日本語学習支援ボランティア」の新規ボランティア向け
の養成講座及び既存ボランティア向けの学習会を開催
した。９割以上の受講者が「講座は良かった」と回答し、
市民講座としての一定の成果をあげることができた。

《社協》
既存の福祉学習のテーマ（高齢・障害等）に囚われずさ
まざまな生きづらさを抱えた方のニーズを捉え、住民参
加・協力を得ながら、地域ベースでのボランティア学習
を推進していくことが必要である。
《生スポ》
〇新規ボランティア向けの養成講座は、新しいボラン
ティアを獲得し、次の代へと繋げるために重要である。
引き続き養成講座の回数を増やすなど新規ボランティ
アの獲得を目指していく。 B 充実
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】
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【取り組み２】
福祉の体験を通
じた子どもの人間
性の育成

《介護》
○認知症サポーター養成講座
小学校４年生、中学校の希望学年に対し認知症サ
ポーター養成講座を開催し、認知症について疾患
に対する正しい知識を持つことと同時に差別や偏見
のない関わりの大切さを学ぶ機会を設けた。小学校
で学んだ内容を中学校ではさらに深め、考える講座
として設定している。【実施：小学校9校（570名）、中
学校5校（529名）】
《社協》
〇障害当事者の理解と体験の場づくり
小学生向けに、ろう者や視覚障害、身体障害をもつ
当事者のお話しと支援の方法や手話・点訳といった
コミュニケーションの方法を学ぶ体験の機会を設け
た。
○夏の体験ボランティア
ボランティア体験を通じた福祉や地域の活動への理
解を深めるため、主に児童を対象に夏季休暇期間
中に夏の体験ボランティアを実施し、高齢・障害・児
童分野など多様な体験プログラムを提示する。令和
５年度は191名が参加した。

《介護》
○市立小中学校で全校実施できているため、継続
して実施し、講座を通じて相手を考慮した対応の
大切さ、支えあい、助け合いの心を育む。
《社協》
○夏の体験ボランティアについては、高齢者施設
や障害分野での活動者が他分野と比較して、参加
者が少ない傾向にある。子どもたちの関心に沿っ
たプログラムを提示するなどして、関心を持ってもら
い、その後の理解形成につなげていく方法の検討
が必要である。

B 充実

《介護》
○認知症サポーター養成講座
教育指導課や子ども家庭支援センターとの連携により
小学校４年生、中学校の希望学年に対し認知症サポー
ター養成講座を開催した。認知症に正しい知識を持つ
ことと同時にヤングケアラーについての啓発も行い、差
別や偏見のない関わりの大切さを学ぶ機会を設けた。
小学校で学んだ内容を中学校ではさらに深め、考える
講座として設定している。【実施：小学校9校（５５３名）、
中学校5校（５５４名）】
《教指》
○赤ちゃんのチカラプロジェクト
小学校6年生（一部の学校で5年生も実施）、中学校3年
生に対し講座を開講し、赤ちゃんとその保護者との交流
を通じて、命の大切さを実感するとともに福祉を身近な
ものとして、自分事として考える機会を提供している。
《社協》
〇障害当事者の理解と体験の場づくり
小学生向けに、ろう者や視覚障害、ケアのお話しと支援
の方法や手話・点訳といったコミュニケーションの方法を
学ぶ体験の機会を設けた。
〇夏の体験ボランティア
ボランティア体験を通じた福祉や地域の活動への理解
を深めるため、主に児童を対象に夏季休暇期間中に夏
の体験ボランティアを実施し、高齢・障害・児童分野など
多様な体験プログラムを提示する。令和６年度は196名
が参加した。

《介護》
○養成講座終了者の認知症に対する認識が変化した
かどうかは、当日のアンケートで把握しているが、その後
の行動変容につながったかを把握することが難しい。
《教指》
○市立小中学校で全校実施できているため、継続して
実施し、講座を通じて相手を考慮した対応の大切さ、支
え合い、助け合いの心を育む。
《社協》
〇福祉学習を協働で進めている団体のメンバーの高齢
化が課題。また、団体や協力いただける当事者が限定
され、プログラムの固定化が課題。豊かな福祉観醸成に
向け、疑似体験に捕らわれず、対話型等のプログラムに
より障害理解だけではなく、人間理解に深化したプログ
ラムを展開していく必要がある。

B 充実

【取り組み３】
地域で支え合う地
域福祉の推進

《介護》
○ふれあいネットワーク
地域の見守りや声かけを行うふれあい協力員、民
生・児童委員とで合同連絡会【年/１回】を行った。
【ふれあい協力員１９名（前年度20名）、ふれあい協
力機関２２２団体（前年度２３４団体）】
《社協》
○第１層協議体ワーキングチームで高齢者とITに関
わる検討を行い、第１層生活支援コーディネーター
とボランティア市民活動センターとスマホサポーター
養成講座の実施に取り組んだ。
○社協地区福祉員　５６名（前年度５９名）

《介護》
○ふれあい協力員のニーズはあるため、今後も事
業を継続していく。
○現代では、プライバシーを重要視する方が多い
ことから、見守って欲しい人の人数が減少し、見守
りの仕組みの見直しが必要となっている。
《社協》
○地域の担い手養成に留まっている活動もあり、
地域づくりに関わる取り組みとの連携連動の強化
が必要である。

B 継続

《介護》
○ふれあいネットワーク
地域の見守りや声かけを行うふれあい協力員、民生・児
童委員とで清瀬市消費生活センター　消費生活相談員
より消費者被害の対策などの研修を盛り込んだ合同連
絡会を１回開催した。
【ふれあい協力員１９名【前年度と同数】、ふれあい協力
機関２０６団体（前年度２２２団体）】
○第１層協議体ワーキングチームで検討した移動手段
について自治会が主となり住民主体「のしお買い物に
行こーよ！」を実施することができた。[再掲先：5、26、
28]
《社協》
〇社協地区福祉員　５７名（前年度５６名）

《介護》
○ふれあい協力員のニーズはあるため、今後も事業を
継続していく。
〇住民主体の移動手段については立ち上げ初期のた
め協力者や協力団体が少ないため、継続的な活動が
困難になることも想定される。[再掲先：26、28]
〇移動手段について生活支援コーディネーターが自主
的な活動をサポートしながら、どのように運営を安定させ
るかが課題である。[再掲先：26、28]
《社協》
〇地域の担い手養成に留まっている活動もあり、地域
づくりに関わる取り組みとの連携連動の強化が引き続き
必要である。

B 継続

施策の方向性と
具体的な取り組み
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【目標】　市民の主体的な福祉の学び、理解を深める取り組みを支援し、地域福祉を推進する人づくりを推進します。
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【目標】　異なる世代や立場を超えた理解を深め、支え合い・助け合いの地域づくりを推進します。
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令和６年度　地域福祉計画　目標事業評価調書（案）

基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

《協働》《社協》
○円卓会議又は地域づくりの会 [再掲先：11、27、
31、32]
地域づくりの場として、コミュニティはぐくみ円卓会議
又は地域づくりの会を６つの校区で開催した。
新型コロナウイルス感染症の影響による休止から小
規模再開した校区、従来通り再開した校区があっ
た。
【円卓会議・地域づくりの会:小学校区８＋中学校区
１／全９小学校区】
・三小校区：11回会議を開催、地域の情報共有や東
村山警察署の講話を実施した。
・七小校区：８回会議を開催、地域の情報共有や七
小マスコットキャラクターを決め、イベント企画運営を
実施した。地域住民や団体などの協力により「松山
DXまつり」を開催。七小児童によるキッズスタッフや
卒業生の活躍、大学生ボランティアもあり、大勢の来
場者で盛り上がった。
・清明小校区：９回会議を開催、地域の情報共有や
イベント企画運営、社会福祉協議会の子どもたちへ
の食サポート事業への協力１回、春と秋にイベントを
実施、旭が丘団地夏祭りへ参加した。
・十小校区：９回会議を開催、地域の情報共有やイ
ベント企画運営を実施した。コロナ禍以前と同じ規
模の地域まつり「夕涼み会」を開催し大盛況だった。
お便り発送９回。
・四中校区：６回会議を開催、地域の情報共有や各
回毎に講座・講話を実施した。
・六小校区：再開に向け準備会を開催した。

《協働》　[再掲先：11、27、31、32]
○未だ開催できていない校区（八小、清小）があ
り、今後取組み・運用について検討が必要。
○円卓会議・地域づくりの会の参加者の固定化や
後継者不足のほか、ボランティア・市民活動をする
方の高齢化等による人材の継続的な確保が課題と
なっている。
○地域が主体となって安全にイベントが開催できる
よう検討していく。また、このような交流を行ってい
る円卓会議（地域づくりの会）の認知度向上にも努
め、加入促進を進めていく。
《社協》
○コミュニティスクールが増え、小学校区を基盤と
した会議体等の整理が必要である。

《協働》《社協》
○円卓会議又は地域づくりの会　[再掲先：11、27、31、
32]
地域づくりの場として、コミュニティはぐくみ円卓会議又
は地域づくりの会を６つの校区で開催した。
・三小校区：11回会議を開催、地域の情報共有、第三
小学校の見守り再開の検討、東村山警察署の防犯防
災講話を実施した。
・七小校区：９回会議を開催、地域の情報共有他、地域
住民や団体などの協力により「松山DXまつり」を開催。
障害理解につながる企画にも取り組んだ。
・清明小校区：９回会議を開催、地域の情報共有やイベ
ント企画運営、社会福祉協議会の子どもたちへの食サ
ポート事業への協力、旭が丘団地夏祭りへ参加した。
・十小校区：１０回会議を開催、地域の情報共有やイベ
ント企画運営を実施した。地域まつり「夕涼み会」や焼き
芋会など交流機会増に取り組んだ。
・四中校区：６回会議を開催、地域の情報共有や各回毎
に講座・講話を実施した。
・六小校区：準備会を４回開催し、円卓会議の再始動に
向けて話し合いを進めた。また、会議内で言及された地
域イベントについて市報掲載を行った。
○円卓会議・地域づくりの会リーダー情報交換会
各校区のリーダーを対象とした情報交換会を実施。地
域づくりに関わる生活支援コーディネーターも参加。情
報発信ツールとして公式LINE活用をテーマに勉強会・
今後の方針・モデル実施を行った【実施１回18名】。円
卓・地域づくりの会LINE公式アカウント運用ポリシーを
作成し、２つの会がモデル運用を開始した。

《協働》　[再掲先：11、27]
〇前年度同様、円卓会議・地域づくりの会の参加者が
固定化されている傾向がある。本来は地域住民全体に
開放されている会議であり、多様性を求めるのであれば
周知と参加への導線が必要となる。（直近、会議によっ
ては口コミや紹介で新規参加するケースが複数件あっ
たため、それを拡大したい）
〇特に六小校区で言及されたが、市民にとって円卓会
議・地域づくりの会に出席するメリットを示すことができて
いない。参加促進のために何か目を惹くものを考える必
要がある。
〇本来、個人のスマートフォンで円卓会議・地域づくり
の会の連絡を取り合うのは望ましくないため、公式アカ
ウントを使うのが望ましい。ただ無料版は送信数に制限
がかかり、有料版は使用頻度を考えると割に合わない
可能性がある。そのため、今後の活動をもとに最適なも
のを選ばなければならない。
《社協》
○円卓会議・地域づくりの会の参加者の固定化や後継
者不足のほか、ボランティア・市民活動をする方の高齢
化等による人材の継続的な確保が課題となっている。
○支えあえる仕組みに向けて、地域支援にかかわる機
関、専門職と連携強化が必要である。

○円卓会議・地域づくりの会リーダー情報交換会
[再掲先：7、11、31、32]
各校区のリーダーを対象とした情報交換会を実施。
地域づくりに関わる生活支援コーディネーターも参
加。情報発信ツールとして公式LINE活用をテーマ
に勉強会・今後の方針・モデル実施を行った【実施１
回17名】。円卓・地域づくりの会LINE公式アカウント
運用ポリシーを作成し、２つの会がモデル運用を開
始した。
《社協》
○第１層協議体においてワーキングチームを設置。
「移動支援」「高齢者とIT」をテーマに検討を実施。

《社協》
○地区福祉員が自治会と協力してハロウィンイベントや
防災イベントを実施、多世代交流とつながりづくりに取り
組んだ。（１自治会）[再掲先：27]
○第１層協議体においてワーキングチームを設置。「移
動支援」「シニアの地域デビュー」をテーマに検討を実
施。

【取り組み５】
生活支援コーディ
ネータ ーの 活動
推進

《介護》
○生活支援コーディネーター
生活支援コーディネーターによる地域の各種団体
（サロン、シニアクラブ、自治会・町内会、介護予防
の各種グループ等）の訪問や活動活性化の相談対
応を行った。
○高齢者の支え合いの推進の観点から、介護予防
をきっかけに地域のつながりを作る活動として「きよ
せ１０の筋トレ」の取り組みを行った（詳細は取り組み
26）。
○令和5年度の新規活動・１０の筋トレ（9か所）

《介護》
○第２層協議体では、地域の困りごとに関する対
応を協議、地域の支え合いの仕組みづくりを検討
している。
○１０の筋トレは地域包括ケアシステム構築の目途
である2025年までに市内100カ所を目標としていた
が、新型コロナウィルス感染症の影響もあり、令和5
年度末で43カ所であった。そこで東京都健康長寿
医療センターの助言を受けて、高齢者が徒歩10分
程度で歩行できる直径500メートル圏内に一つの
団体立上げを目指し目標値を60カ所と見直した。

B 継続

《介護》
○生活支援コーディネーターの活動として、第１層協議
体は運営協議会の地域ケア推進部会と協働会議の他、
ワーキングチームの開催も実施した。
○第１層協議体ワーキングチームで検討した移動手段
について自治会が主となり住民主体の買い物イベント
「のしお買い物に行こーよ！」を実施することができた。
［3より再掲］
○生活支援コーディネーターによる地域の各種団体（サ
ロン、シニアクラブ、自治会・町内会、介護予防の各種
グループ等）の訪問や活動活性化の相談対応を行っ
た。
○高齢者の支え合いの推進の観点から、介護予防を
きっかけに地域のつながりを作る活動として「きよせ１０
の筋トレ」の取り組みを行った（詳細は取り組み26）。
〇第１層協議体ワーキングチームで「シニアの地域デ
ビュー」について検討、「ウェルカム地域交流会」を実施
することができた。

《介護》
〇第１層協議体のワーキングチームから実現した住民
主体の買い物バスなど、継続をどのようにするかなど課
題がある
〇10の筋トレでは60箇所を目標に立上げ支援を行って
いるが、会場や担い手の確保など課題もある。

B 継続
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【取り組み４】
お互いに助け合う
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【目標】　高齢者等の生活支援や介護予防の取り組みを支援するため、地域における支え合いの仕組みづくりを進める生活支援コーディネーターの充実を図ります。
　　　　　 生活支援コーディネーターは、地域の中で支援が必要な人や地域の課題を発見し、支え合いや公的なサービスに繋ぎ、具体的な解決へ導く役割を担っています。
　　　　　 社会福祉協議会とともに地域福祉コーディネーターと連携を図りながら地域づくりに取り組んでいきます。

B 充実
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令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
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【
１

】

【
２

】

【
３

】

【取り組み６】
地域福祉コーディ
ネーターとの連携

《社協》
○社会福祉協議会に地域福祉コーディネーターを
モデル配置し、市全域の個別支援に対応した。令和
５年度はひきこもりの家族支援を主に、セミナー開催
やサロン実施に取り組んだ。また、制度で支えきれ
ない方の相談に対して、相談機関や社会福祉法
人、ボランティア・市民活動センター、地域活動団体
など各種地域資源と連携して対応した。
○地域福祉コーディネーターによる相談件数　延べ
２０６件　【経済的困窮、家族関係、ひきこもり、ホー
ムレス、孤立、刑余者、障害、病気等】
○ひきこもりセミナー　1回　50名
○ひきこもり家族サロン　７回　延べ２８名

《社協》
○地域福祉コーディネーターの地域に出向いた相
談に取り組み切れていない。増配置について検討
が必要。
○ひきこもりの相談先をはじめ、働きづらさのある方
の就労相談、複数の課題がありどこに相談したらよ
いかわからないなど、課題が複雑化、多様化して
おり、地域福祉コーディネーターの体制強化と地
域支援事業等との連携連動が必要である。

B 充実

《社協》
○社会福祉協議会に地域福祉コーディネーターをモデ
ル配置し令和６年度も引きつづきひきこもりの家族支援
を主に、セミナー開催やサロン実施、家族会組織化支
援に取り組んだ。また、近隣市と合同家族会を開催する
等、ネットワーク拡充を行った。
○ひきこもり家族サロンの継続実施により、当事者が居
場所や相談会につながるなどの成果が見られた。
○制度で支えきれない方の相談に対して、相談機関や
社会福祉法人、ボランティア・市民活動センター、地域
活動団体など各種地域資源と連携して対応した他、社
会福祉法人の連携事業「はたらく相談会」に参画し、個
別相談に対応した。
○地域福祉コーディネーターによる相談件数　延べ１８
１件　【経済的困窮、就労、家族関係、ひきこもり、ホー
ムレス、孤立障害、病気等】
○ひきこもりセミナー　1回　２２名
○ひきこもり家族サロン　１２回　延べ５５名
○清瀬・東久留米合同ひきこもり家族会　1回　39名
○ひきこもり家族サロン運営に関する勉強会　1回　６名

《社協》
○地域福祉コーディネーターの地域に出向いた相談に
取り組み切れていない。増配置について検討が必要。
○ひきこもりの相談先をはじめ、働きづらさのある方の就
労相談、複数の課題がありどこに相談したらよいかわか
らないなど、課題が複雑化、多様化しており、地域福祉
コーディネーターの体制強化と地域支援事業等との連
携連動が必要である。

B 充実

《協働》
○円卓会議・地域づくりの会に参加している社会福
祉法人の職員や民生委員・児童委員から情報を提
供してもらい、地域で見守り支援する環境づくりに取
り組んでいる。七小校区では地域の福祉団体の加
入が増えている。
○円卓会議・地域づくりの会リーダー情報交換会 [4
より再掲]
各校区のリーダーを対象とした情報交換会を実施。
公式LINE活用をテーマに勉強会・今後の方針・モ
デル実施を行った。円卓・地域づくりの会LINE公式
アカウント運用ポリシーを作成し、２つの会がモデル
運用を開始した。
〇きよせボランティア・市民活動センターでは学生以
上を対象に、障害・児童・環境・福祉・文化活動を行
う施設、団体において夏のボランティア体験プログラ
ムを実施した。参加者297名
○きよせボランティア・市民活動センターでは市内小
学校３校と中学校１校の児童生徒に市内団体及び
大学協力で福祉教育を実施した。参加者317名
○市民協働課では「人生100年時代いきいき暮らそ
う！市民のためのキャリアデザインセミナー」を開
催。これまでの自分を振り返り、今後の理想の姿を
描き,その過程で地域の知り合いをつくることを目的
に、無形資産を増やす越境学習(社会福祉法人施
設等でボランティア学習)を取り入れた内容でセミ
ナーを開催。受講者10名

《協働》《社協》
○各校区で高齢化が課題となっている。また、地域
毎に活動状況や課題が異なるため、社会福祉法
人や地域で活動している団体の情報共有、情報提
供をどのように行うと効率的か検討する必要があ
る。
○きよせボランティア・市民活動センターで実施し
ている支援について周知する方法や、市民・団体
を対象とした講座の周知について効果的な方法を
検討する必要がある。
○地域活動を担う主体的な人材の育成は、すぐに
は結びつきにくいため、継続的な取り組み支援が
必要である。

《協働》《社協》
○動物と福祉をテーマにした講座を実施し、ボランティ
アの人材育成を支援している。
《協働》
○委託している、きよせボランティア・市民活動センター
の事業により、第１層生活支援コーディネーターと協働
し、スマホサポーターの人材育成を支援している。
《社協》
○円卓会議・地域づくりの会リーダー情報交換会
各校区のリーダーを対象とした情報交換会を実施。公
式LINE活用をテーマに勉強会・今後の方針・モデル実
施を行った。円卓・地域づくりの会LINE公式アカウント
運用ポリシーを作成し、２つの会がモデル運用を開始し
た。
○きよせボランティア・市民活動センターでは、障害を持
つ子の親の会では定例会時の保育ボランティア派遣で
支援している。また、手話、音訳、点訳に関わる活動グ
ループへは活動場所の調整・提供、助成金の活用支援
を行っている。
○ボランティア・市民活動センターでは、市内の福祉施
設、サロン等で対人コミュニケーションが必要な活動に
関わる方を育成するため、「ボランティアに役立つ傾聴
講座」を実施し、22名が参加。活動開始のきっかけづく
りとして、具体的な活動先へのコーディネートを行っ
た。。
○障害者のサポートを担うボランティア講座を実施し
た。（①手話奉仕員養成講座：１4名受講　②音訳者養
成講座：10名受講）　音訳者養成講座では、市内ボラン
ティアグループや市報の音訳を担う活動に対して、９名
が所属につながる。

《協働》《社協》
○引き続き、きよせボランティア・市民活動センターで実
施している支援について周知する方法や、市民・団体を
対象とした講座の周知について効果的な方法を検討す
る必要がある。
〇地域活動を担う主体的な人材の育成は、すぐには結
びつきにくいため、継続的な取り組み支援が必要である

《社協》
○きよせボランティア・市民活動センターでは、障害
を持つ子の親の会では定例会時の保育ボランティア
派遣で支援している。また、手話、音訳、点訳に関
わる活動グループへは活動場所の調整・提供、助成
金の活用支援を行っている。
○ボランティア・市民活動センターで市内の福祉施
設、サロン等で対人コミュニケーションが必要な活動
に関わる方を育成するため、「ボランティアに役立つ
傾聴講座」を実施し、２0名が参加。活動開始のきっ
かけづくりを行い、具体的な活動先へコーディネート
を図る。
○障害者のコミュニケーション支援を行うボランティ
ア講座を実施した。（①手話奉仕員養成講座：１６名
受講 ②点字・点訳講座：３１名受講） 点字・点訳講
座は１名が市内ボランティアグループでの参加につ
ながる。
《子育て》
○公立保育園でのオンライン研修が受講できるよう
環境整備を図った。

B
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【目標】　地域福祉推進を支え、地域のリーダーとなる人材を育成します。

【取り組み７】
福祉にかかわる
人材の育成・支援

B 継続 継続
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基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

《協働》
○きよせボランティア・市民活動センターにおいて夏
の体験ボランティアを実施した。また、サポーターや
奉仕委員、ボランティア育成の講座や市民活動団体
のスキルアップ支援を実施した。
○円卓会議・地域づくりの会が開催する地域イベン
トなどにキッズスタッフや、卒業生、市内大学生のボ
ランティアが参加するなど、担い手の発掘につな
がった。
○市民協働課では「人生100年時代いきいき暮らそ
う！市民のためのキャリアデザインセミナー」を開
催。これまでの自分を振り返り、今後の理想の姿を
描き、その過程で地域の知り合いをつくることを目的
に、無形資産を増やす越境学習（社会福祉法人施
設等でボランティア学習）を取り入れた内容でセミ
ナーを開催した。受講者10名
《社協》
○新たな地域課題に対して、ボランティアや支援者
を養成する講座を実施する。これまでボランティア・
市民活動のような地域の活動に参加の乏しい現役
世代の受講につながる。
○具体的な取り組みとしては、「高齢者とIT」につい
て高齢者にスマートフォンの操作を教えるボランティ
ア「きよせスマホサポーターの取り組みを第1層生活
支援コーディネーターとの協働で実施。全3回の養
成講座を実施し18名が修了。令和5年度はボラン
ティア・市民活動センターでの個別相談会や自治
会、シニアクラブ等への派遣を９回実施した。

《協働》《社協》
○円卓会議・地域づくりの会が各地域活動の情報
提供・共有の場となっているが、参加するメンバー
が固定化されているため、情報発信や会議の形態
について検討する必要がある。
○円卓会議・地域づくりの会が各地域活動の情報
提供・共有の場となっており、それぞれの活動が担
い手の発掘・育成の場となるような仕組み作りにつ
いて検討を開始している。保護者層への周知や参
加呼びかけの機会を増やすなどの取組について
検討する必要がある。
《社協》
○新たなの仕組みへの人材の発掘、育成はおお
むね達成したものの、既存の仕組み、団体への
コーディネートには課題がある。
○市内で実施している活動を多様な世代への発
信、認知してもらうための効果的な手法を検討す
る。

《協働》
○市民まつりではキッズスタッフや、市内大学生のボラ
ンティアが参加するなど担い手の発掘につながった。
○令和５年度に開催した「人生100年時代いきいき暮ら
そう！市民のためのキャリアデザインセミナー」の無形資
産を増やす越境学習（社会福祉法人施設等でボラン
ティア学習）を令和６年度では行った。キャリアデザイン
セミナーフォローアップワークショップや越境学習期間
中の越境学習フォロー相談も実施した。
〇きよせボランティア・市民活動センターでは、第１層生
活支援コーディネーターと協働して、新たな地域課題に
対して、ボランティアや支援者を養成する講座を実施い
ている。例えば、高齢者にスマホをの操作を教えるボラ
ンティア「きよせスマホサポーター」や団体の担い手不足
解消として「地域ウエルカム交流会」を実施した。
《健推》
○都職員、健康づくり推進員、ゲートキーパー研修受講
者の協力を得て、チラシの配布や健康教育等による普
及啓発活動（熱中症・こころの健康）を行った。
○市民の健康づくり活動を推進し、市民の健康増進を
図るために設置している健康づくり推進員の活動支援
を行った。【健康づくり推進員23名】
○「きよせ健幸大学」では、学びを受講生自身の健康づ
くりに役立てるだけでなく、得た知識を地域へ広めるた
め、人に伝える際のノウハウや市内活動団体（7団体）の
紹介をする講義を実施。

《協働》
〇キャリアデザインセミナーのプログラムが二か年で設
計していたため、事情により後半プログラムに参加でき
ない方が発生してしまった。また、事業終了後、地域の
担い手として活躍してもらうとともに事業効果を把握する
ためにも市との関係性が途切れないようにすることが重
要であると考える。
〇養成講座の参加者に対して既存の活動に活動に人
数が少なく、既存の活動につながるフォローアップを引
き続き検討する必要がある。
《健推》
○困ったときや不安な時に、対象者に合った方法で周
囲に発信できる方法の検討が必要である（特にこころの
健康について）。
○健康づくり推進員の高齢化、参加者数の増加等によ
り健康づくり推進員の活動を安定して継続して実施する
ために新たな担い手の育成が必要である。
○人材の確保や育成、活動継続にあたっての支援を強
化していく必要がある。

○７小校区の松山DX地域づくりの会において開催
した松山ＤＸまつりでは、七小児童によるキッズス
タッフや、七小卒業生、市内大学生のボランティアが
参加するなど、担い手の発掘につながった。
《健推》
○市民の健康づくり活動を推進し、市民の健康増進
を図るために設置している健康づくり推進員の活動
支援を行った。また、健康づくり推進員養成研修を
開催し、健康づくり活動の担い手となる市民を育成
した。【健康づくり推進員21名、健康づくり推進員養
成研修27名参加】
○都職員、健康づくり推進員、ゲートキーパー研修
受講者の協力を得て、チラシの配布や健康教育等
による普及啓発活動（熱中症・こころの健康）を行っ
た。
○今年度より「きよせ健幸大学」では、学びを受講生
自身の健康づくりに役立てるだけでなく、得た知識
を地域へ広めるため、人に伝える際のノウハウや市
内活動団体（8団体）の紹介をする新たな講義を設
けた。

《健推》
○健康づくり推進員の高齢化、人数不足、また、備
品の老朽化や参加者数の増加等による健康づくり
推進員の持ち出し増加により、活動を安定して継
続することが困難になりつつある。
○人材の確保や育成、活動継続にあたっての支援
を強化していく必要がある。
○お互いに声を掛け合い地域全体で健康の輪を
広げるために、対象者に合わせて新たな周知先を
検討し、啓発活動を強化していく必要がある（特に
こころの健康について）。
○今後も取り組みを継続し、地域活動団体への所
属や立ち上げに繋がるよう、活動の場の紹介や育
成を支援していく。

《社協》
○きよせボランティア・市民活動センターでは、障害を持
つ子の親の会では定例会時の保育ボランティア派遣で
支援している。また、手話、音訳、点訳に関わる活動グ
ループへは活動場所の調整・提供、助成金の活用支援
を行っている。
〇新たな地域課題に対して、ボランティアや支援者を養
成する講座を実施した。
〇具体的な取り組みとしては、令和5年度から引き続き、
「高齢者とIT」について高齢者にスマートフォンの操作を
教えるボランティア「きよせスマホサポーターの取り組み
を第1層生活支援コーディネーターとの協働で実施。養
成講座を学生向け1回、地域向け２回実施し、計20名が
修了。令和6年度はボランティア・市民活動センターでの
個別相談会や自治会、シニアクラブ等への派遣を11回
実施した。
〇動物と福祉をテーマに講座やイベントを実施。
上記を通じて、ボランティア登録につながる。（8名）
〇団体の担い手不足解消と地域デビューの位置づけと
して、第１層協議体として「地域ウェルカム交流会」を実
施。全２日間で３５名の参加につながる。
○七小校区の松山DX地域づくりの会において開催した
松山ＤＸまつりでは、七小児童によるキッズスタッフや、
七小卒業生、市内大学生のボランティアが参加するな
ど、担い手の発掘につながった。

《社協》
〇参加者に対して既存の活動につながった人数が乏し
い状況であった。既存の活動につながる仕組みづくり
（コーディネート手法等）やフォローアップを引き続き検
討していく必要がある。
〇定例的な養成講座や平日日中の時間帯での講座が
主のため、担い手発掘は限定的になっている。
〇活動の実際が知られていないことが要因の一つとも
考えられる。活動者による実践報告などを行うなど、自
分にでもできることを発見する機会創出が必要である。

【
１

】

【
２

】

【
４

】

【取り組み８】
地域活動の担い
手の発掘・育成

B 充実B 充実
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令和６年度　地域福祉計画　目標事業評価調書（案）

基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

《未来》
○市内３大学との包括連携協定により各種取組みを
実施した。大学連携推進協議会を開催し、次年度に
開催する「清瀬アカデミア」の検討を行った。
《生スポ》
○清瀬子ども大学
昨年度に続き、今年度も明治薬科大学の協力を得
て、小学5年生から中学1年生を対象とした「清瀬子
ども大学薬学の部　PCRを使ってDNA鑑定をしよ
う！～1日科捜研体験～」を実施。定員を超える応
募があり、また参加者からの満足度も非常に高く好
評を博した。
《協働》
○きよせ市民まつりでは日本社会事業大学の学生
が実行委員として参加、まつり当日は日本社会事業
大学及び明治薬科大学の学生ボランティアの協力
により、会場内の見回りやごみ回収などを行った。
○日本社会事業大学ときよせボランティア・市民活
動センターとで「若い力を期待する地域団体と大学
生が地域とつながることで学びと地域貢献につなが
ることを目的」にボランティアプログラムを実施した。
①相談会　19名
②体験　　19名
○きよせボランティア・市民活動センターでは市内小
学校３校と中学校１校の児童生徒に市内団体及び
大学協力で福祉教育を実施した。参加者317名

《未来》
○「清瀬アカデミア」の実施方法について、より効
果的な方法を検討していく。
《生スポ》
○清瀬子ども大学
市内他2大学との「清瀬子ども大学」の実施を目指
す。
《協働》
○若い世代の人材育成推進にあたり、ボランティア
だけでなく、イベントの企画提案や出店・演出な
ど、更に学生参加を促す必要がある。
《社協》
○分野を問わず、様々な地域活動団体からは大学
生の参加が望まれている一方で、大学生の分野へ
の関心に偏りがあるため、幅広く地域とつながる多
様な場づくりが求められる。
《健推》
○来年度は明治薬科大学との連携により、「薬の
知識」にまつわるテーマで講義を予定。大学の特
性や強みを事業に活かし、より多くの受講生が参
加できるよう工夫していく必要がある。

《社協》
○日本社会事業大学ボランティアセンターと共催で
「大学生と地域をつなぐボランティアプログラム」を実
施。福祉の分野に限らず多様な活動の場を提供し、
学生に地域の活動の場を知ってもらい、参画を促す
ことを目的として実施した。
①個別相談会　22名
②体験プログラム（受入れ団体：27・延べ30名活動）
《健推》
○令和5年度より「きよせ健幸大学」と改め、集合型
講義を再開。同時に、テレビ放送、オンライン、オン
デマンド配信を行うことで、視聴方法の拡充を図っ
た。さらに、国立看護大学校との連携により公開講
座を実施。

【
１

】

【
２

】

【
４

】

【取り組み９】
大学との連携

C 継続

《健推》
○明治薬科大学との連携により、「かかりつけ薬局・薬
剤師を持つメリット」のテーマで講義を実施。大学の特
性や強みを事業に活かした講義を健幸大学生が受講
することができた。
《未来》
○市内3大学との包括連携に基づいて開催した「大学
連携推進協議会」における協議の結果、令和6年度に
は、地域住民に各大学の学祭にご来場いただくことによ
る、大学の知名度向上と地域活性化を目的とした「クイ
ズラリーイベント」を実施することとなった。当イベントは、
3大学の学祭期間中に、各大学内にクイズ回答フォーム
を掲載したポスターを設置し、3大学すべてのクイズにご
回答いただいた参加者には、景品として「きよせ棒」を進
呈するというものである。
当イベント実施の結果、回答者数は少数にとどまったも
のの、事前の広報活動を通じて地域住民に学祭の存在
を効果的に周知できたことが、学祭の来場者数増加に
寄与した。
《生スポ》
○清瀬子ども大学
昨年度に引き続き今年度も明治薬科大学の協力を得
て、小学5年生から中学1年生を対象とした「清瀬子ども
大学薬学の部　化学？のチカラを体験しよう！～「科
学」じゃないよ～」を実施。定員を超える応募があり、ま
た参加者からの満足度も非常に高く好評を博した。
今年度より新たに国立看護大学校の協力を得て、小学
5年生から中学1年生を対象とした「清瀬子ども大学看護
の部　手術後看護師の役割を学ぼう！」を実施。定員を
超える応募があり、また参加者からの満足度も非常に高
く好評を博した。
《社協》
○日本社会事業大学ボランティアセンターと共催で「大
学生と地域をつなぐボランティアプログラム」を実施。福
祉の分野に限らず多様な活動の場を提供し、学生に地
域の活動の場を知ってもらい、参画を促すことを目的と
して実施した。
①個別相談会　９名
②体験プログラム（受入れ団体：2９・延べ14名活動）

《健推》
○来年度は日本社会事業大学との連携により、「地域の
健康づくり」にまつわるテーマで講義を予定。大学の特
性や強みを事業に活かし、多くの受講生が参加できるよ
う工夫していく必要がある。
《未来》
○２年に１度実施している「清瀬アカデミア」の在り方及
び実施の方法について、より効率的かつ効果的なもの
となるよう検討する必要がある。
《生スポ》
○清瀬子ども大学
来年度も引き続き明治薬科大学及び国立看護大学校と
の連携により、明治薬科大学では「快適な生活環境の
数値化」を、国立看護大学校では「赤ちゃんの看護」を
テーマに実施予定。大学の特性や強みを引き続き事業
に活かし、より多くの受講者が参加できるよう図ってい
く。
《社協》
〇ボランティアプログラムでは、施設やボランティア・市
民活動団体からは、大学生の参加を望む一方で、学生
の参加が減少傾向にあり、ニーズと活動者の乖離が起
きている。
今一度、ボランティア参加の意義を再確認し、大学生が
活動を通じて得られる学びや価値を可視化し、それを
発展させる事業を展開することが求めらる。

B 継続

5 ページ



令和６年度　地域福祉計画　目標事業評価調書（案）

基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

【取り組み１０】
自治会・町会等に
よる地域コミュニ
ティ活動の支援

《協働》《社協》
○各校区の円卓会議・地域づくりの会で、地域コミュ
ニティの活性化を図るため、各校区のリーダー情報
交換会を行い各地域の取り組みを共有をした。（リー
ダー連絡会１回１９名）
○自治会組織率が低迷する中、自治会等の活動の
活性化を目的とし、東京都つながり創生財団と連携
し「自治会おなやみ相談会」を実施した。
○各校区の情報発信強化のため、LINE公式アカウ
ントのモデル地区での検証に取り組んだ。（２校区）

《協働》《社協》
○社会変化や自治会の必要性に対する住民意識
の変化により自治会組織率が年々減少傾向にあ
る。特に若い世帯や転入者の加入が少なく、組織
の高齢化により活動の継続が難しくなっている。自
治会への加入推進が必要。
○社会福祉法人、地域コミュニティ、地域貢献した
い企業の活動をつなげるコーディネート機能の充
実が必要。
《社協》
○分野を問わず、様々な地域活動団体からは大学
生の参加が望まれているが、大学から離れた地域
での活動への参加が課題。地域とつながる多様な
場づくりが求められる。
○コロナ禍で停滞した各自治会や円卓会議・地域
づくりの会の活動再開・活動継続の支援方法につ
いて、地域づくりに関わるコーディネーター等ととも
に検討が必要である。

B 充実

《協働》《社協》[再掲先：11]
〇円卓会議・地域づくりの会リーダー情報交換会
LINE公式アカウント運用・オープンチャットについて話し
合い、各会で状況を鑑みながら検討を続けることになっ
た。その後は年間を通して活動した結果を報告し合い、
情報を共有した。（リーダー連絡会１回18名）
《協働》[再掲先：32]
○自治会組織率が低迷する中、自治会等の活動の活
性化を目的とし、東京都つながり創生財団や地域市民
センター指定管理者と連携し「自治会おなやみ相談会」
ならびに「交流イベント」等を実施した。

《協働》《社協》
○社会変化や自治会の必要性に対する住民意識の変
化により自治会組織率が年々減少傾向にある。特に若
い世帯や転入者の加入が少なく、組織の高齢化により
活動の継続が難しくなっている。自治会への加入推進
が必要。
《社協》
○社会福祉法人、地域コミュニティ、地域貢献したい企
業の活動をつなげるコーディネート機能の充実が必要。
○分野を問わず、様々な地域活動団体からは大学生の
参加が望まれているが、大学から離れた地域での活動
への参加が課題。地域とつながる多様な場づくりが求め
られる。
○コロナ禍で停滞した各自治会や円卓会議・地域づくり
の会の活動再開・活動継続の支援方法について、地域
づくりに関わるコーディネーター等とともに検討が必要
である。

B 継続

《防災》
○学校避難所運営協議会
各学校避難所に地域住民を中心として設立し、地域
住民の検討により地域の実情にあった避難所運営
マニュアルの作成や、配置器材等の設定訓練、市
水防訓練等における避難所開設運営訓練を行って
いる。毎月開催の協議会から１学期に１回の開催の
協議会まで、各協議会のペースで運営が行われ、
自助・共助による避難所運営体制を構築している。
【学校避難所運営協議会１４校／１４校　※一部小中
学校合同も含む】
《協働》《社協》
○円卓会議又は地域づくりの会　[4より再掲]
地域づくりの場として、コミュニティはぐくみ円卓会議
又は地域づくりの会を６つの校区で開催した。
新型コロナウイルス感染症の影響による休止から小
規模再開した校区、従来通り再開した校区があっ
た。
【円卓会議・地域づくりの会:小学校区８＋中学校区
１／全９小学校区】
・三小校区：11回会議を開催、地域の情報共有や東
村山警察署の講話を実施した。
・七小校区：８回会議を開催、地域の情報共有や七
小マスコットキャラクターを決め、イベント企画運営を
実施した。地域住民や団体などの協力により「松山
DXまつり」を開催。七小児童によるキッズスタッフや
卒業生の活躍、大学生ボランティアもあり、大勢の来
場者で盛り上がった。

《防災》
○学校避難所運営協議会
市内１４校全校において設立したが、令和５年度現
在も地域によって参加に温度差がある。また、働き
盛り世代の参加が少ない傾向にある。また、運営
協議会メンバーの高齢化により活動内容が変化し
ている。
協議会の開催頻度の違いなどから、マニュアル作
成等の進捗具合にばらつきが出ている。
避難所運営協議会そのものの周知と参加促進を充
実させ、地域住民共助による避難所運営体制構築
の必要・重要性について、協議会を重ね、意識付
けと理解を高める必要がある。
《協働》《社協》 [4より再掲]
○未だ開催できていない校区（八小、清小）があ
り、今後取組み・運用について検討が必要。
○円卓会議・地域づくりの会の参加者の固定化や
後継者不足のほか、ボランティア・市民活動をする
方の高齢化等による人材の継続的な確保が課題と
なっている。
○地域が主体となって安全にイベントが開催できる
よう検討していく。また、このような交流を行ってい
る円卓会議（地域づくりの会）の認知度向上にも努
め、加入促進を進めていく。

《協働》《社協》［４より再掲］
○円卓会議又は地域づくりの会
地域づくりの場として、コミュニティはぐくみ円卓会議又
は地域づくりの会を６つの校区で開催した。
・三小校区：11回会議を開催、地域の情報共有等実施
した。
・七小校区：９回会議を開催、地域の情報共有他、地域
住民や団体などの協力により「松山DXまつり」を開催。
障害理解につながる企画にも取り組んだ。
・清明小校区：９回会議を開催、地域の情報共有やイベ
ント企画運営、社会福祉協議会の子どもたちへの食サ
ポート事業への協力、旭が丘団地夏祭りへ参加した。
・十小校区：１０回会議を開催、地域の情報共有やイベ
ント企画運営を実施した。地域まつり「夕涼み会」や焼き
芋会など交流機会増に取り組んだ。
・四中校区：６回会議を開催、地域の情報共有や各回毎
に講座・講話を実施した。
・六小校区：準備会を開始。定例開催に向けて協議を
行った。
〇円卓会議・地域づくりの会リーダー情報交換会
LINE公式アカウント運用・オープンチャットについて話し
合い、各会で状況を鑑みながら検討を続けることになっ
た。その後は年間を通して活動した結果を報告し合い、
情報を共有した。

《協働》　[4より再掲]
〇前年度同様、円卓会議・地域づくりの会の参加者が
固定化されている傾向がある。本来は地域住民全体に
開放されている会議であり、多様性を求めるのであれば
周知と参加への導線が必要となる。（直近、会議によっ
ては口コミや紹介で新規参加するケースが複数件あっ
たため、それを拡大したい）
〇特に六小校区で言及されたが、市民にとって円卓会
議・地域づくりの会に出席するメリットを示すことができて
いない。参加促進のために何か目を惹くものを考える必
要がある。
〇本来、個人のスマートフォンで円卓会議・地域づくり
の会の連絡を取り合うのは望ましくないため、公式アカ
ウントを使うのが望ましい。ただ無料版は送信数に制限
がかかり、有料版は使用頻度を考えると割に合わない
可能性がある。そのため、今後の活動をもとに最適なも
のを選ばなければならない。
《社協》[再掲先：27]
○未だ開催できていない校区（八小、清小）があり、今
後取組み・運用について検討が必要
○円卓会議・地域づくりの会の参加者の固定化や後継
者不足のほか、ボランティア・市民活動をする方の高齢
化等による人材の継続的な確保が課題となっている。
○地域が主体となった運営ができるよう、財源確保も課
題である。住民組織化後も、地域力向上を目指した側
面支援を継続し、地域力の向上を図る必要がある。
○社会変化や自治会の必要性に対する住民意識の変
化により自治会組織率が低下している。特に若い世代
や新規転入者の加入が少なく、組織の高齢化による活
動の継続が難しくなっている。[再掲先：32]

・清明小校区：９回会議を開催、地域の情報共有や
イベント企画運営、社会福祉協議会の子どもたちへ
の食サポート事業への協力１回、春と秋にイベントを
実施、旭が丘団地夏祭りへ参加した。
・十小校区：９回会議を開催、地域の情報共有やイ
ベント企画運営を実施した。コロナ禍以前と同じ規
模の地域まつり「夕涼み会」を開催し大盛況だった。
お便り発送９回。
・四中校区：６回会議を開催、地域の情報共有や各
回毎に講座・講話を実施した。
・六小校区：再開に向け準備会を開催した。
《社協》
○円卓会議・地域づくりの会リーダー情報交換会 [4
より再掲]
各校区のリーダーを対象とした情報交換会を実施。
地域づくりに関わる生活支援コーディネーターも参
加。情報発信ツールとして公式LINE活用をテーマ
に勉強会・今後の方針・モデル実施を行った【実施１
回17名】。円卓・地域づくりの会LINE公式アカウント
運用ポリシーを作成し、２つの会がモデル運用を開
始した。

《社協》
○地区福祉員が自治会と協力してハロウィンイベントや
防災イベントを実施、多世代交流とつながりづくりに取り
組んだ。（１自治会）
《防災》
○学校避難所運営協議会
学校避難所運営協議会おいて、地域住民を中心に、避
難所運営マニュアルの作成や、配置器材等の訓練、市
水防訓練等における避難所開設運営訓練を行ってい
る。毎月開催の協議会から１学期に１回の開催の協議
会まで、各協議会のペースで運営が行われ、自助・共
助による避難所運営体制を構築している。
【学校避難所運営協議会１４校／１４校　※一部小中学
校合同も含む】

○参加者の固定化や高齢化は依然みられており、特に
若い世代や新規転入者の加入等、地域への働きかけ
が必要である。
○小学校区を単位としたコミュニティ活動が多様に展開
されるようになったが、参加者の重複もあり、関係性の整
理が必要。行政、社協、生活支援コーディネーター、地
域福祉コーディネーター等と連携し、各地域の課題解
決に向けて支援する必要がある。
《防災》
○学校避難所運営協議会
学校避難所運営協議会によって参加に温度差がある。
また、働き盛り世代の参加が少ない傾向にあり、委員の
高齢化により活動内容が変化している。
開催頻度の違いなどから、マニュアル作成等の進捗具
合にばらつきが出ている。
学校避難所運営協議会そのものの周知と、参加の促進
を図り、地域住民の共助による避難所運営体制構築の
重要性について、意識付けと理解を高める必要がある。
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【目標】　地域福祉を推進する身近な組織である自治会・町会の加入の促進、活動活性化の支援等を行います。
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【取り組み１１】
小学校区単位の
地域コミュニティ
活動の支援

B 継続 B
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基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

【取り組み１２】
地域のサロン、高
齢者や障害者等
の活動の場づくり

《社協》
○切手やプルタブ整理など、軽作業を通した居場所
として毎月１０名程度の参加がある。
○社会福祉協議会では。新たにひきこもり家族サロ
ンの実施に取り組んだ。月１回。
○サロンで知り合ったことをきっかけに、ひきこもりな
ど当事者がバリアフリー演劇上映会の設営準備に関
わるなど、参加につながった。
【サロン総数３７団体】
　世代間交流が主２０団体
　高齢者が主3団体
　障害・病気・生き辛さのある方やその家族が主８団
体
　子育て支援が主３団体
　近隣の方が主２団体
　若者が主１団体

《社協》
○活動場所の確保が課題。
○必要と考えられる層に情報が行き届いていない
など、当事者層に情報をつなげていくことが課題。
参加したいと考えているが参加につながっていな
い層への働きかけも仕組み化が必要である。

B 継続

《社協》
○切手やプルタブ整理など、軽作業を通した居場所とし
て毎月１０名程度の参加がある。
○社会福祉協議会ではひきこもり家族サロンの継続実
施に取り組んだ。月１回。
【サロン総数３８団体】
・世代間交流が主２０団体
・高齢者が主3団体
・障害・病気・生きづらさのある方やその家族が主９団体
・子育て支援が主２団体
・近隣の方が主３団体
・若者が主１団体

《社協》
○社会福祉法人の施設貸出による活動場所が広がる
一方で、施設のないエリアや交通手段がないエリアもあ
り、活動場所の確保が課題。
○必要と考えられる層に情報が行き届いていないなど、
当事者層に情報をつなげていくことが課題。参加したい
と考えているが参加につながっていない層への働きか
けも仕組み化が必要である。
○障害や刑余者など地域に貢献したいが、周囲の受入
れが困難でつながらないケースもある。地域理解を広げ
る取り組みとの連携連動も必要である。

B 充実
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【取り組み１３】
サロン情報の提
供、サロン活動団
体のネットワーク
づくり

《社協》《福総》
○新規サロンの情報など情報発信強化に取り組ん
だ。インターネットのマップ機能をつなげ、開催場所
をわかりやすくした。コロナ禍で変化するサロン等の
情報発信を強化したニュースレターを年２回発行。
（各2,000部）
○市内のサロン団体や生活支援コーディネーター
等に声かけ、サロン団体連絡会を開催し、横のつな
がりづくりに取り組んだ。開催1回

《社協》
〇サロン以外にも気軽に集える活動の場がある
が、当事者が必要とする居場所等の活動情報の整
理・集約ができていない。
《福総》
○コロナ禍が明けたため、サロンの更なる広報に向
けて、サロンレターの発行・周知以外にも検討する
必要がある。
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《社協》《福総》
○新規サロンの情報など情報発信強化に取り組んだ。
インターネットのマップ機能をつなげ、開催場所をわかり
やすくした。変化するサロン等の情報発信を強化した
ニュースレターを年２回発行。（各2,000部）
○市内のサロン団体や生活支援コーディネーター等に
声かけ、サロン団体連絡会を開催し、横のつながりづく
りに取り組んだ。開催1回

《社協》
〇サロン以外にも気軽に集える活動の場がある他、不
登校など当事者が必要とする居場所等も広がりつつあ
る。居場所の活動情報の整理・集約にも取り組む必要
がある。
《福総》
○サロンは自主組織であることから、市内団体を全て把
握できていない。

B 充実

【取り組み１４】
ボ ラ ン テ ィ ア 、
NPO法人等の育
成・支援

《子家》
○子供食堂実施12団体に補助金を交付。また、児
童虐待についての知識や、市の子育て支援につい
て紹介する講座（全団体参加）を実施。
《協働》
○きよせボランティア・市民活動センターにおいてサ
ポーターや奉仕委員、ボランティア育成の講座や市
民活動団体のスキルアップ支援を実施。
《社協》
○ゼロからはじめる　Canva入門講座（24名参加）
○きよせスマホサポーター養成講座全3回（20名参
加）
○上記のフォローアップ会を実施し、18名がきよせス
マホサポーターとして活動している。
○活動保険の受付
・ボランティア保険：（基本）９61件 （天災対応）１５6
件
・行事保険：（基本）263件、（当日参加型）94件
○団体に対し助成金情報を発信するとともに、助成
金申請に伴う推薦書を作成。（１件採択）
○ボランティア・市民活動センターに登録している団
体に対し、活動場所の貸し出しを行う。（668回。登
録６８団体）
○印刷機や裁断機など活動に活かされる備品を貸
し出した。
○ボランティアニーズに応じ、コーディネートを行っ
た。（新規登録：47名）

《子家》
○地域に根差した活動である子供食堂の開催によ
り、支援が必要な子どもとその家庭の把握を行い、
必要な支援につなげるために引き続き、子供食堂
に対する支援や、講座開催、連絡会出席等による
実施団体との連携を推進する必要がある。
《協働》
○ボランティア体験会や講座後にボランティアとし
て登録する参加者もいるが、実際のボランティア活
動に結びつかないことがある。
《社協》
○現役世代やアクティブシニア層をどう活動に取り
込めるかが課題。退職後の時間を有意義に使いた
い層や、自身の社会参加のためといった、自身の
参加意義とボランティアの意義が結びつくようなプ
ログラム、講座を企画していく必要がある。
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《子家》
○子ども食堂実施14団体に補助金を交付。また、児童
虐待についての知識や、市の子育て支援について紹介
する講座（全団体参加）を実施。
○子ども食堂連絡会が中心となり、子ども食堂のボラン
ティアを養成。その後各子ども食堂で活躍している
《協働》《社協》
〇きよせボランティア・市民活動センターにおいて、サ
ポーターや奉仕委員のスキルアップ支援等を実施。
○ボランティア・市民活動センターに登録している団体
に対し、活動場所の貸し出しを行う。（７５１回。登録６９
団体）
○印刷機や裁断機など活動に活かされる備品を貸し出
した。
《社協》
〇助成金講座（14名）
○ゼロからはじめる　Canva入門講座（13名参加）
○きよせスマホサポーター養成講座全2回（12名参加）
○活動保険の受付
・ボランティア保険：（基本）1144件　（天災対応）133件
・行事保険：（基本）262件、（当日参加型）117件
○団体に対し助成金情報を発信するとともに、助成金
申請に伴う推薦書を作成。（１件採択）
○ボランティアニーズに応じ、コーディネートを行った。
（新規登録：22名）

《子家》[再掲先：33]
○子ども食堂のボランティアについては、今後も定期的
な募集・育成が望ましい。運営に携わる連絡会が中心と
なったプログラムにより、子どもを支える地域の担い手と
して育てていくことが必要である。
《協働》
○現役世代や子育て世代など、今後を担っていく世代
が活動に参加できる環境が整備されていない。市民活
動、ボランティア活動のハードルが高く、特別なものと捉
えられている状況を打開できる取り組みが必要である。
《社協》
○仕事や家庭と両立しながら社会貢献を望む現役世
代、ならびに退職後の時間を有意義に活用したいアク
ティブシニア層の参加機会が十分に整備されていな
い。これらの層にとって「自らの学び・成長」「地域とのつ
ながり」「社会的役割の実感」といった 個人の参加意義
と、地域課題 を結びつけ、無理なく参加できるプログラ
ムや講座の開発・提供が引き続き必要である。

B 継続

【
２

】

【
３

】

【
方
向
性
６

】
サ
ロ
ン
等
の
居
場
所

、
交
流
の
場

の
拡
大

【目標】　地域で気軽に通えるサロン等の活動の活性化と拡大を支援し、世代間交流、地域交流ができる場の充実を図ります。

【
２

】

【
３

】

【
方
向
性
７

】
市
民
活
動
の
活
性
化

【目標】　ボランティア、NPO法人等の活動支援・活性化を図り、市民の社会参加やつながりづくりを支援するとともに、支え合い・助け合いによる地域課題の解決につなげます。
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令和６年度　地域福祉計画　目標事業評価調書（案）

基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

《協働》
〇市民活動団体のスキルアップ支援
・ボランティアに役立つ傾聴講座（話の聞き方などを
学ぶ講座）
・Zoom個別相談会（市民活動が維持、継続できるよ
うZoomの個別相談を実施）
団体支援講座「ゼロからはじめる！Canva入門講座」
（Canva（パソコンのブラウザやスマホのアプリで使用
できる無料のデザインツール）の活用方法について
の講座）
《協働》《社協》
市民活動団体との協力によりボランティア活動や市
民活動団体の活性化を図り連携して事業を実施し
た。
○「きよせぼらかつニュース」の発行。（年12回：
1,750部）
○市民活動団体の活動内容を一覧にして紹介する
「清瀬市ボランティア・市民活動ガイドブック2023」を
発行（年1回:300部）。また、社会福祉協議会ホーム
ページ内に電子版を掲載し、情報提供を行った。
○市民活動団体へコロナ禍を経ての課題や必要な
支援策を問うアンケート調査を実施。アンケート結果
から読み取れる各団体の運営上の工夫を共有する
など活動の活性化へのアイディア提供やセンター講
座での団体支援策へつなげた。（調査依頼：99/回
答数：41）
○夏の体験ボランティアで市民活動団体との協働プ
ログラムの実施。（11団体）

《協働》
○社会福祉法人、地域コミュニティ、地域貢献した
い企業の活動をつなげるコーディネート機能の充
実が必要。
《社協》
○令和５年度実施した団体への実情調査では、団
体メンバーの高齢化や減少や公共施設の再編後
の、活動場所の確保についても課題として挙げて
いる団体が多数。

《協働》
〇きよせボランティア・市民活動センターにおいて、サ
ポーターや奉仕委員のスキルアップ支援等を実施。
○ボランティア・市民活動センターに登録している団体
に対し、活動場所の貸し出しを行う。（７５１回。登録６９
団体）
○印刷機や裁断機など活動に活かされる備品を貸し出
した。
《社協》
〇市民活動団体のスキルアップ支援
・ボランティアに役立つ傾聴講座（話の聞き方などを学
ぶ講座）
・団体支援講座として、助成金講座やCanvaでのチラシ
作成の講座を実施。
○「きよせぼらかつニュース」の発行。（年12回：1,650
部）
〇市民活動団体との協力によりボランティア活動や市民
活動団体の活性化を図り連携して事業を実施した。
・夏の体験ボランティアで市民活動団体との協働プログ
ラムの実施。（11団体）
・人とペットのしわせフェアを市民活動団体等と共催し、
団体活動の理解促進を図る。
・秋の自然ボランティア体験会やシニア男性の自然散策
を市民活動団体と共に実施し、活動の理解促進を図
る。
〇地域活動の意義を介護予防の観点から学び、地域の
団体から直接お話しを聞く交流会を二日間で実施し
た。（参加者計35名）

《協働》
○現役世代や子育て世代など、今後を担っていく世代
が活動に参加できる環境が整備されていない。市民活
動、ボランティア活動のハードルが高く、特別なものと捉
えられている状況を打開できる取り組みが必要である。
《社協》
〇団体の担い手不足が大きな課題。
上記に対して、団体情報を得られる取り組み、興味や関
心、頻度等、参加者の個別性と団体のニーズに焦点を
あて、参加しやすいプログラムを企画、検討していく必
要あり。

○人とペットのしわせフェアを市民活動団体等と共
催し、団体活動の理解促進を図る。
秋の自然ボランティア体験会を実施し、活動の理解
促進を図る。（19名参加）
《生スポ》
○令和５年度より、生涯学習ガイド「まなびすと」の発
行を指定管理者に委託したことにより、より一層見や
すく、手に取りやすい仕様となった。このことにより、
生涯学習団体の活動情報を広く発信でき、より多く
の市民が生涯学習における学びの機会を設けられ
た。また、市ホームページや各公共施設窓口におい
て、生涯学習情報の発信に務めることで、市民活動
の活性化の支援を行った。

《生スポ》
○新型コロナウイルス感染症が５類に移行したこと
により、活動を停止していた各団体が活動を再開
し、活発化してきている。コロナ禍によって停滞した
人とのつながりや、生涯学習活動の機会の再構築
に取り組んでいく必要がある。今後も生涯学習セン
ターの指定管理者と課題を共有しながら連携し、
「まなびすと」のあり方を考え、新たな取り組みなど
を取り入れていくことが求められる。

《生スポ》
○指定管理者に発行を委託した生涯学習ガイド「まな
びすと」には、89団体の活動情報を掲載しており、市
ホームページへの情報掲載や、市役所本庁舎、市内の
公共施設の窓口にてガイドを配布し、市民が手に取りや
すい形で提供している。このことにより、市民にとって学
びの機会である生涯学習活動の情報を効果的に広く発
信し、市民活動の活性化を支援する取組みへとつなげ
た。

《生スポ》
○新型コロナウイルス感染症が終息に向かったことによ
り、活動を控えていた団体が活動を再開したり、活動回
数を増やすなど活発化している一方、解散し、次年度の
「まなびすと」への掲載を取りやめた団体もある。このこと
から、生涯学習センターの指定管理者と課題を共有し
ながら、生涯学習活動の機会の再構築に寄与できるよう
連携し、「まなびすと」の掲載促進を図りながら、市民が
生涯学習活動を取り組み易い環境を整えていくことが求
められる。

【
２

】

【
３

】

【
７

】

【取り組み１５】
市民活動団体の
活動活性化

継続 充実B B
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令和６年度　地域福祉計画　目標事業評価調書（案）

基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

【取り組み１６】
地域の自主防災
組織化の推進

《防災》
○自主防災組織
市民が災害時に適切な行動がとれるよう、町会・自
治会を基盤とした自主防災組織化による自助共助
による活動体制を構築し、市民の地域防災力の向
上を図っている。令和５年度は２団体が新たに認定
された。【全２１団体】

《防災》
○自主防災組織の中心となる担い手の高齢化が
進んでおり、活動及び参加人員が減少傾向にあ
る。既存組織に対しては、防災訓練等実施に係る
支援の方法を模索している。
○新規組織の結成に向けて、自主防災組織未結
成町会・自治会に的を絞って、災害時における自
助・共助活動の重要性を、出前講座や広報ＰＲ等
を通じて周知と結成促進を図っていく。

B 充実

《防災》
○自主防災組織
市民が災害時に適切な行動がとれるよう、町会・自治会
を基盤とした自主防災組織化による自助共助による活
動体制を構築し、市民の地域防災力の向上を図ってい
る。【全２１団体】

《防災》
○自主防災組織の中心となる担い手の高齢化が進んで
おり、活動及び参加人員が減少傾向にある。既存組織
に対しては、防災訓練等実施に係る支援の方法を模索
している。
○新規組織の結成に向けて、自主防災組織未結成町
会・自治会に的を絞って、災害時における自助・共助活
動の重要性を、出前講座や広報ＰＲ等を通じて周知と
結成促進を図っていく。

B 充実

【
２

】

【
４

】

【
８

】

【取り組み１７】
福祉避難所連絡
会の開催

《福総》
○福祉避難所連絡会では、災害時に一次避難所→
市→各事業所（福祉避難所開設候補）への連絡や
開設までのスキームを、市と市内介護事業所職員が
話し合い、実際の現場を可能な限り想定し忌憚なく
意見を交換した。
○平成２６年に作成され都度更新している福祉避難
所運営の手引きについて、令和５年度現在の各事
業所の連絡先を更新するなど、必要な改定を実施し
た。既存の福祉避難所協定事業者に加えて、新た
に福祉避難所として協定を検討している事業者にも
配布し、福祉避難所を理解いただく機会に活用し
た。

《福総》
○福祉避難所が開設された実績は清瀬市ではな
い為、実際の開設事例を他自治体から学ぶ必要が
ある。
○福祉避難所連絡会を、各事業所が福祉避難所
開設事例について学び考えたことを持ち寄る場と
して活用し、福祉避難所開設にまつわる課題の認
識や不安を解消していく場として発展させていくこ
とが課題。

C 継続

《福総》
○市の協定の福祉避難所の責任者方と実際に避難所
を開設する場合に直面する課題を確認した。そうするこ
とで、市職員、施設職員、ボランティアにどのような心が
けが必要かを共有することができ、福祉避難所の立ち
上げが明確となった。

《福総》
○福祉避難所が開設された実績は清瀬市ではない為、
実際の開設事例を他自治体から学ぶ必要がある。
○福祉避難所連絡会を、各事業所が福祉避難所開設
事例について学び考えたことを持ち寄る場として活用
し、福祉避難所開設にまつわる課題の認識や不安を解
消していく場として発展させていくことが課題。
○発災から、開設までの流れについての合意形成

B 継続

【
２

】

【
４

】

【
８

】

【取り組み１８】
避難⾏動要支援
者登録制度の普
及推進

《福総》
○市内在宅介護支援事業所へ、接する機会のある
本制度対象者へ本制度の紹介と対象者本人からの
希望があれば登録申請をフォローするように依頼
し、それによって市内事業所を通じた登録実績が
あった。
○清瀬消防署及び東村山警察署に対し本登録制
度を通じて作成した要支援者名簿の受渡を行った。
名簿受渡をする機会を通じて、消防・警察の防災担
当者と顔合わせや意見交換をする場の継続ができ
ている。

《福総》
○本制度は要支援者の方自身が災害への備えを
自覚し、自身と支援者の関係を確認する、自身の
避難計画を考えるという性質のもの。公助ではな
く、自助および共助を推進する市民主体の制度で
あり、すべての要支援者が進んで登録することが望
ましい。しかし、現状は市報への記事掲載や要支
援者に身近な介護支援事業所を通じて、要支援者
へ働きかけているものの、要支援者の多くが自発
的に制度へ参加する流れができていない。
○要支援者に対し、本制度及び自身を救う防災活
動への参加意欲を喚起することが課題。

B 継続

《福総》
○市内介護事業者に依頼し、介護サービス利用者に避
難行動要支援者登録制度を呼びかけた。【年間10件
276件】
○清瀬消防署及び東村山警察署に対し本登録制度を
通じて作成した要支援者名簿の受渡を行った。名簿受
渡をする機会を通じて、消防・警察の防災担当者と顔合
わせや意見交換をする場の継続ができている。

《福総》
○本制度は要支援者の方自身が災害への備えを自覚
し、自身と支援者の関係を確認する、自身の避難計画
を考えるという性質のもの。公助ではなく、自助および共
助を推進する市民主体の制度であり、すべての要支援
者が進んで登録することが望ましい。しかし、現状は市
報への記事掲載や要支援者に身近な介護支援事業所
を通じて、要支援者へ働きかけているものの、要支援者
の多くが自発的に制度へ参加する流れができていな
い。
○要支援者に対し、本制度及び自身を救う防災活動へ
の参加意欲を喚起することが課題。

B 継続

【取り組み１９】
公共施設等のバ
リアフリー化・ユ
ニバーサルデザ
イン化の推進

《都市》
○東京都福祉のまちづくり条例に基づき、高齢者や
障害者を含めた全ての人が安心して円滑に施設を
利用できるよう指導・助言を行った。開発事業の申
請時に、条例上の対象施設と判断された案件につ
いては、届出に関する案内をし、届出の漏れがない
よう努めている。
《道路》
○けやき通りの車道打換工事の際に、根上りによる
舗装の隆起を解消する工事を行った。

《都市》
○条例に関する手続きについて、届出が提出され
ないとわからないことが多く、本来対象とすべき案
件が提出されているか確認がとれない。
《道路》
○歩道の樹木による根上りで生じる段差の解消を
継続的に行う必要性がある。 B 継続

《都市》
○東京都福祉のまちづくり条例に基づき、高齢者や障
害者を含めた全ての人が安心して円滑に施設を利用で
きるよう指導・助言を行った。開発事業の申請時に、条
例上の対象施設と判断された案件については、届出に
関する案内をし、届出の漏れがないよう努めている。
《道路》
○けやき通りの車道打換工事の際に、根上りによる舗装
の隆起を解消する工事を行った。

《都市》
○条例に関する手続きについて、届出が提出されない
とわからないことが多く、本来対象とすべき案件が提出
されているか確認がとれない。
《道路》
○歩道の樹木による根上りで生じる段差の解消を継続
的に行う必要性がある。 B 継続

【
２

】

【
施
策
の
柱
４

】
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
ま
ち
を
つ
く
る

【
方
向
性
８

】
災
害
時
の
助
け

合
い
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仕
組
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づ
く
り

【目標】　地域の自主防災組織化や避難行動要支援者に関する情報の把握を通じて、災害時の共助の仕組みを構築します。

【
２

】

【
４

】

【
方
向
性
９

】
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
デ

ザ
イ
ン
の
ま
ち
づ
く
り

【目標】　安心して快適に生活できるよう、市内のバリアフリー化やユニバーサルデザインの一層の推進に取り組みます。
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令和６年度　地域福祉計画　目標事業評価調書（案）

基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

《子家》
○市内の各関係機関の相談窓口に相談があった
際、他の分野や複数の分野にまたがる場合、関係
する窓口と調整し、適切な支援につながるよう対応
を行った。
○包括的な相談支援体制として、子ども家庭支援セ
ンターでは、各関係機関との会議等の連携を行っ
た。
○家庭内に複数世代の課題を抱える家庭には、各
福祉部門と協力して対応した。会議の場にはいずれ
の部門からも担当者が参加した。
○ヤングケアラー支援については、引き続き要保護
児童対策地域協議会や校長会、民生・児童委員の
会合等で、市における窓口が子ども家庭支援セン
ターであることの周知を行った。また、中学校、小学
校の特定学年で行われる認知症サポーター講座の
アンケートで質問を行い、関連のある生徒には担任
の先生から相談窓口の案内を行った。
《介護》
○高齢者に係わる包括的な相談窓口として、市内４
か所に地域包括支援センターを設置し、相談をして
いる。課題に関しては、ともに解決策を検討したり、
関係する他機関へ引継ぎを行っている【相談件数
12,080件（前年度13,160件）】。
《障害》
○障害者相談員を設置し、障害当事者およびその
保護者の地域生活に関する相談体制を整備した。
円滑な相談活動を行うため、相談会場の確保を行っ

《子家》
○ヤングケアラー支援については、教育部門と福
祉部門の連携を強化し、認知症サポーター養成講
座等の多様な機会を通して学校等で把握した支援
が必要な児童・生徒の情報を、速やかに関係団体
で共有する必要がある。関係機関で作成したフ
ローに基づき、対応できているかどうか確認すると
ともに、適宜手順の見直しを図る必要がある。
○関係機関の管理職及び主たる職員との連携は
図れているが、その対応が一定となっていないた
めマニュアル等を整備する必要がある。特に虐待
事例においては、法令に基づく適切な対応につい
て、定期的に共有する必要がある。
《介護》
○分野横断的な相談の解決を図る場の一つとして
虐待・困難事例のコア会議や地域ケア会議の開催
を進めており、各分野で連携が進んでいる。個別
ケース検討会議等を重ね、より包括的な相談支援
が出来る体制の構築をさらに進める。

《障害》
○包括的な相談窓口として、障害者相談員(身体障害
当事者１名・知的障害家族１名)を設置しており、当事者
及びその保護者の地域生活に関する相談体制を整備
している。また、地域の課題に対する取り組みについて
は、相談支援部会を年５回開催しており、他機関連携を
踏まえた支援体制の構築を図っている。
《子家》
○子どもとその家庭に対する取り組みとして、子ども家
庭支援センターでは、要保護児童対策地域協議会を中
心に、各関係機関との連携と対応を図った。会議の場
には、代表者会、実務者会、個別ケース会議毎に、学
校、保育園・幼稚園、地域、各福祉部門から担当者が
参加している。
○ヤングケアラー支援については、引き続き要保護児
童対策地域協議会や校長会、民生・児童委員の会合等
で、市における窓口が子ども家庭支援センターであるこ
との周知を行った。また、中学校、小学校の特定学年で
行われる認知症サポーター講座のアンケートで質問を
行い、関連のある生徒には担任の先生から声かけを
行った。
《介護》
〇高齢者に係わる包括的な相談窓口として、市内４か
所に地域包括支援センターを設置し、相談をしている。
課題に関しては、ともに解決策を検討したり、関係する
他機関へ引継ぎを行っている。【相談件数12,477件（前
年度12,080件）】

《障害》
関係機関との連携を一層強化するとともに、現状の地域
課題を整理し、改善に向けた取り組みを行うことで包括
的な相談支援に繋げていく。
《子家》
○ヤングケアラー支援については、教育部門と福祉部
門の連携を強化し、認知症サポーター養成講座等の多
様な機会を通して学校等で把握した支援が必要な児
童・生徒の情報を、速やかに関係団体で共有する必要
がある。関係機関で作成したフローに基づき、対応でき
ているかどうか確認するとともに、適宜手順の見直しを
図る必要がある。また、子育て支援以外の相談機関へ
の周知を進めていく。
《介護》
○虐待が疑われる事例は関係機関とともにコアメンバー
会議を行い、対策を講じており、複雑事例や地域の課
題には地域ケア会議の開催を進めている。このように医
療・介護関係者だけでなく地域の関係者とともに各分野
で連携が進んでいる。個別ケース検討会議等を重ね、
より包括的な相談支援が出来る体制の構築をさらに進
める。
《男女》
ひとりの相談者に対して相談員間で連携して支援を
行っているが、複雑化する女性の悩みに対して、関係
各課との連携が重要となっている。
また、SNSを媒体とした相談が注目される中、相談者の
個人情報の取扱い等を重視した手法の検討が求められ
ている。

《生活》
○生活困窮者自立相談支援機関の相談件数の中
で、社会福祉協議会から年間３２件、ハローワーク７
件等各機関からの相談がつながっていた。
《男女》
○男女共同参画センターでは、「DV相談」と「一般
相談」を統合し、「女性の悩み相談」として名称を変
更し、潜在的DVを拾い上げられる体制に変更した
結果、相談数の増加となった。【362件（前年度268
件】
《社協》
○社会福祉協議会に地域福祉コーディネーターを
配置。市全域の相談に取り組んだ。また、困難な
ケースでは、関係機関と協議の場を設け、連携対応
を行った。【相談件数２０６件】
○市内社会福祉法人の連携した取り組みとして、分
野を問わず、ひとまず相談を受け止める窓口を、各
事業所に設け、窓口の周知に取り組んだ。【参加事
業所：２２法人３４事業所】(令和５年度実績３件　高

《男女》
○「女性の悩み相談」と名称を変更した結果、相談
数の増加につながったが、単年度の結果であり、
長期的な内容の精査など、経過観察が必要であ
る。また、男性への相談、LINE相談の実施等につ
いても検討が必要である。
《社協》
○地域福祉コーディネーターの専任配置に至って
おらず。複合的な課題がある世帯や制度のはざま
にある相談などへ対応しきれていない。また、支援
の必要性を感じていないケースや困難性の高い
ケースでは特に、一つの相談機関だけでの対応は
困難であり、複数の相談機関や地域資源のコー
ディネーㇳ機能をより充実させ、連携体制構築を進
める必要がある。

《男女》
男女共同参画センターでは、令和５年度に「DV相談」と
「一般相談」を統合し、「女性の悩み相談」として名称を
変更し、潜在
的DVを拾い上げられるように工夫した。令和６年度は２
年目であるが、前年度比1.4倍の相談数の増加となり、
相談しやすい体制を整えることができたと考える。【令和
６年度実績：405件（前年度362件）、うちDV相談59件
（前年度53件）】
また、他市の相談手法を取り入れたり、男女共同参画セ
ンターの体験学習へ参加した地域の大学生に若者目
線で周知のチラシを作ってもらうなど、引き続き相談の
充実化につなげる工夫を実施した。
《生活》
○生活困窮者自立相談支援機関の相談件数の中で、
社会福祉協議会から年間３８件、ハローワーク２件等各
機関からの相談がつながっていた。

《社協》
○地域福祉コーディネーターの専任配置に至っておら
ず。複合的な課題がある世帯や制度のはざまにある相
談などへ対応しきれていない。また、支援の必要性を感
じていないケースや困難性の高いケースでは特に、一
つの相談機関だけでの対応は困難であり、複数の相談
機関や地域資源のコーディネート機能をより充実させ、
連携体制構築を進める必要がある。

《社協》
○社会福祉協議会に地域福祉コーディネーターを配置
（兼任）。市全域の相談に取り組んだ。また、困難なケー
スでは、関係機関と、連携対応を行った。【相談件数１８
１件】
○市内社会福祉法人の連携した取り組みとして、分野
を問わず、ひとまず相談を受け止める窓口を、各事業所
に設け、窓口の周知に取り組んだ。【参加事業所：２２法
人３４事業所】(令和６年度実績１件　病気・障害)
○生活困窮者への支援の検討において、社会福祉法
人と生活困窮者自立相談支援機関、ハローワーク、福
祉人材センター、東京しごと財団が協力してひとまず相
談と就労・求職相談、体験相談が一体的にできる「はた
らく相談会」を実施。【参加者２７名】

【目標】　多機関協働による相談体制構築を推進し、だれもが必要なときに必要な支援につながる仕組みをつくります。【
基
本
方
針
３

】
地
域
生
活
を
支
え
る

【
施
策
の
柱
５

】
適
切
な
サ
ー

ビ
ス
利
用
に
つ
な
が
る
仕
組
み
を
つ
く
る

【
方
向
性
１
０

】
相
談
体
制
の
相
互
連
携
の
推
進
・
充
実

（
重
点

）

【取り組み２０】
包括的な相談支
援体制

C 継続 B 継続
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令和６年度　地域福祉計画　目標事業評価調書（案）

基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

《生活》
○生活困窮者自立支援法に基づく、自立相談支援
事業、就労支援事業、就労準備支援事業、学習支
援事業等をきよせ生活相談支援センターいっぽにて
実施した。
○自立相談支援事業
生活困窮者本人の生活実態や健康状態等に応じた
包括的な相談支援を実施した。【新規相談者２００
人、自立支援プラン作成件数６２件、就労者２１人
（前年度 新規相談者２４６人、自立支援プラン作成
件数６４件、就労者数４４人）】
○住居確保給付金給付事業
離職等により、経済的に困窮し住居を喪失、または
喪失のおそれのある方及び、新型コロナ感染症の影
響により減収した方が、住居を確保しながら就労に
より自立することを支援するため、一定期間、家賃の
実費分を支給した。【支給世帯３世帯、支給延べ月
数１２月（前年度 支給世帯２０世帯 支給延べ月数
７５月）】
○学習支援事業
貧困の連鎖を防ぐことを目的とし、生活保護受給世
帯を含む困窮世帯の子どもを対象に、学習場所を
確保して利用者の拡充を図るとともに、生活習慣改
善の取り組みや居場所づくり、世帯全体の支援等も
併せて実施した。【登録者数１７人、うち卒業生１７人
全員高校進学（前年度：登録者１３人、うち卒業生１
３人全員高校進学）】
○家計改善支援事業、被保護者向け金銭管理支援
事業を充実。生活困窮者及び被保護者が安定した

《生活》
○生活困窮者支援は当事者を中心に考えることが
基本だが、当時者を取り巻く環境、支援する方たち
の環境も併せて考える視点が必要と考える。
○制度の周知徹底、対象者へのアウトリーチ、関係
機関との連携強化が課題となっている。
○学習支援事業については、卒業生へのフォ
ロー、教育委員会や市立小・中学校との連携が課
題となっている。
○新型コロナウイルス感染症の影響により、生活上
のニーズは多種多様になっている。生活困窮者と
その世帯の状況に応じた必要な支援を提供できる
よう、社会福祉法人など複数機関が連携して、新し
い資源づくりなどを進めていく必要がある。
○新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、
食を支えるフードバンク事業の複数回利用者も増
加している。企業など寄付者を広げていく必要があ
る。
○新型コロナウイルス感染症による国の支援策を
受けてもなお困窮する世帯が増加している。相談
機関だけでなく、社会福祉法人や地域活動団体等
が連携し、就労や生活相談、子育て相談等の支援
の仕組みをつくる必要がある。

《生活》
○生活困窮者自立支援法に基づく、自立相談支援事
業、就労支援事業、就労準備支援事業、学習支援事業
等をきよせ生活相談支援センターいっぽにて実施した。
○自立相談支援事業
生活困窮者本人の生活実態や健康状態等に応じた包
括的な相談支援を実施した。【新規相談者２２０人、自
立支援プラン作成件数５２件、就労者２９人（前年度　新
規相談者２００人、自立支援プラン作成件数６２件、就労
者数２１人）】
○住居確保給付金給付事業
離職等により、経済的に困窮し住居を喪失、または喪失
のおそれのある方が、住居を確保しながら就労により自
立することを支援するため、一定期間、家賃の実費分を
支給した。【支給世帯７世帯、支給延べ月数２５月（前年
度　支給世帯３世帯　支給延べ月数１２月）】
○家計改善支援事業、被保護者向け金銭管理支援事
業を充実。生活困窮者及び被保護者が安定した生活を
維持できるよう、継続的な支援体制を図った。
○学習支援事業
貧困の連鎖を防ぐことを目的とし、生活保護受給世帯を
含む困窮世帯の子どもを対象に、学習場所を確保して
利用者の拡充を図るとともに、生活習慣改善の取り組み
や居場所づくり、世帯全体の支援等も併せて実施した。
【登録者数１９人、うち中学３年生５名中、卒業生５人全
員高校進学（前年度：登録者１７人、うち卒業生１７人全
員高校進学）】

《生活》
○生活困窮者支援は当事者を中心に考えることが基本
だが、当時者を取り巻く環境、支援する方たちの環境も
併せて考える視点が必要と考える。
○制度の周知徹底、対象者へのアウトリーチ、関係機関
との連携強化が課題となっている。
○学習支援事業については、卒業生へのフォロー、教
育委員会や市立小・中学校との連携が課題となってい
る。
○年々、生活上のニーズは多種多様になっている。生
活困窮者とその世帯の状況に応じた必要な支援を提供
できるよう、社会福祉法人など複数機関が連携して、新
しい資源づくりなどを進めていく必要がある。
○相談機関だけでなく、社会福祉法人や地域活動団体
等が連携し、就労や生活相談、子育て相談等の支援の
仕組みをつくる必要がある。
〇民間の学習塾が値下げの傾向にあり、学習支援事業
の利用率が低下している。学力の向上という面ではよい
が、生活困窮世帯の子どもに関わる機会は減少してい
る。
○被保護者のうち、稼働年齢層に属する者への就労・
求職相談について、利用者が少ない。積極的な利用に
繋がるよう、関係機関と当課の連携を、強化していく必
要がある。

《子家》
○住民主体による生活困窮者支援の活動
・子ども食堂は、市からの補助金以外に、市民や市内の
農家等による食糧支援を受け運営を行った。（１４団体）

《社協》
○食の支援を必要とする方の支援のため、住民とと
もにフードバンク事業を行った。
○生活困窮者への支援の検討において、社会福祉
法人と生活困窮者自立相談支援機関、ハローワー
ク、福祉人材センターが協力してひとまず相談と就
労・求職相談、体験相談が一体的にできる「はたらく
相談会」を実施。【参加者２６名】
○清瀬市他都内自治体等が主催し、ひきこもり状態
や生きづらさを抱える女性達の集いの場「ひきこもり
UX女子会」の実施に社協も協力【１回】
○新型コロナウイルス感染症対策
・新型コロナウイルス感染症の影響により減収・失業
された世帯への特例貸付の相談対応、償還相談対
応を行った。
○多様な生活困窮者支援の他、特例貸付後のアフ
ターフォローのため、フードバンク事業の充実を進め
た。【個別支援５６６世帯（1,134人）、団体支援１８２
団体、配布会６回（３３４世帯）】
〇子ども家庭支援センターや自立相談支援機関、
子ども食堂、民生児童委員、地域づくりの会、社会
福祉施設等の機関の協力を得て、長期休校中の子
どもの食サポート事業を行った。【8日間　４１９食】
○住民主体による生活困窮者支援の活動
・子ども食堂11団体 ・子どもの居場所【つぼみ】

《社協》
○生活困窮者の生活上のニーズは多種多様に
なっている。生活困窮者とその世帯の状況に応じ
た必要な支援を提供できるよう、地域福祉コーディ
ネーターや社会福祉法人など複数機関が連携し
て、新しい資源づくりなどを進めていく必要がある。
○必要な事業の創出に取り組んだが、必要とする
方へ情報が行き届くよう、多様な主体からの情報発
信や媒体の活用を検討する必要がある。
○取り組み検討において連携した機関等の関係を
継続し、多種多様な生活困窮者とその世帯の状況
に応じた必要な支援を提供できるよう、ネットワーク
構築につなげていく必要がある。
○特例貸付の受付は終了したが、償還免除や償
還猶予中世帯にはフォローが必要な世帯が多い。
継続した相談支援へのきっかけづくりに取り組む必
要がある。
○フードバンクや子どもの食サポート事業のニーズ
は減ることはなく、ボランティアや協力施設など担
い手の拡充も必要である。

《社協》
○食の支援を必要とする方の支援のため、住民とともに
フードバンク事業を行った。また、物品の定期寄付の
他、常設型ﾌｰﾄﾞドライブへの協力など、企業等との連携
を進めた。
○市内社会福祉法人の連携事業において、生活困窮
者への支援の検討において、社会福祉法人と生活困窮
者自立相談支援機関、ハローワーク、福祉人材セン
ターが協力してひとまず相談と就労・求職相談、体験相
談が一体的にできる「はたらく相談会」を実施。【参加者
２７名】
○清瀬市他都内自治体等が主催し、ひきこもり状態や
生きづらさを抱える女性達の集いの場「ひきこもりUX女
子会」の実施に社協も協力【２回】
○新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症の影響により減収・失業され
た世帯への特例貸付の償還相談、免除後フォロー対応
を行った。
○多様な生活困窮者支援の他、特例貸付後のアフター
フォローのため、フードバンク事業の充実を進めた。【個
別支援633世帯（1,284人）、団体支援55団体、配布会9
回（527世帯）】
○子ども家庭支援センターや自立相談支援機関、子ど
も食堂、民生児童委員、地域づくりの会、社会福祉施設
等の機関の協力を得て、長期休校中の子どもの食サ
ポート事業を行った。【１０日間７１８食】
○住民主体による生活困窮者支援の活動
子ども食堂11団体 ・子どもの居場所【つぼみ、かえで、
たんぽぽ】

《社協》
○生活困窮者の生活上のニーズは多種多様になって
いる。生活困窮者とその世帯の状況に応じた必要な支
援を提供できるよう、地域福祉コーディネーターや社会
福祉法人など複数機関が連携強化を進めていく必要が
ある。
○必要とする方へ情報が行き届くよう、多様な主体から
の情報発信や媒体の活用を検討する必要がある。
○取り組み検討において連携した機関等の関係を継続
し、多種多様な生活困窮者とその世帯の状況に応じた
必要な支援を提供できるよう、ネットワーク構築につなげ
ていく必要がある。
○特例貸付の受付は終了したが、償還免除や償還猶
予中世帯にはフォローが必要な世帯が多いと思われる
が、継続相談につながっていない。定期的な通知発送
など働きかけ継続が必要である。
○フードバンクや子どもの食サポート事業のニーズは減
ることはなく、ボランティアや協力施設、協力企業など担
い手の拡充も必要である。

B継続

【
３

】

【
５

】

【
１
０

】

【取り組み２１】
生活困窮者支援
を通じた地域づく
り

B 継続
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令和６年度　地域福祉計画　目標事業評価調書（案）

基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

【取り組み２２】
地域福祉権利擁
護事業の充実

《社協》
○地域福祉権利擁護事業の利用契約数は契約者
に対して解約（転出・施設入所・死亡等）などの出入
りの多い状況が続いているため、事業の拡大に努め
た。一方で成年後見制度利用促進のための中核機
関の運営については、市民向け、関係者向けの連
続講座などを試み、若い世代の関心の厚さを確認し
た。そして、所管の目標としている関係機関のネット
ワークづくりに向けて、他機関のへのアプローチを多
く進めてきた。

《社協》
○社会は身寄りのない方の不安が大きく膨らんで
いる。入院の際の保証人、死亡した場合の病院・
住まいの整理など、現時点では不安材料を一掃で
きる制度がないため、法律相談をつなぎとしての案
内を行っている状況。

B 継続

《社協》
〇地域福祉権利擁護事業の利用契約数は契約者に対
して解約（死亡・転出・施設入所等）など出入りの多い状
況が続いているため事業の拡大に努めた。R6年度末に
おける利用契約数は４５件（前年度比＋10件）である。

《介護》
〇当該事業だけでは事業の対応できない課題も多く、
関係機関との連携強化が課題である。
〇利用件数は増加傾向にあるが、今後さらに利用を促
進する取り組みが課題である。
《社協》
〇地域福祉権利擁護事業の新規相談において「判断
能力はあるが、身寄りの支援が得られず入院保証人が
いない」といった、おひとりさま・おふたりさまの相談が寄
せられるが、現時点で清瀬市において紹介できる社会
資源が圧倒的に少ない。

B 継続

【
３

】

【
５

】

【
1
1

】

【取り組み２３】
権利擁護事業を
推進する市民人
材の育成

《介護》
○市民後見人は令和5年度時点で6名登録し、1名
が稼働中。
○社会福祉協議会が後見人となる「法人後見事業」
は2名の方の後見人を継続中。社協内の専門職とと
もに市民成年後見人研修を修了した１名が「法人後
見支援員」として被後見人を支援している。
《社協》
○市民成年後見人の担うケースの受任は1件となっ
た。
○権利擁護に係る市民人材については、成年後見
制度に興味をもつ市民向けセミナー参加者からは
比較的若い世代の養成講座への移行が多い。現
在、16名市民人材（生活支援員）の登録があり、地
域福祉権利擁護事業15件、市民後見１件、法人後
見2件を担っていただいている。所管としては生活支
援員同士のつながりも深めて行くことに力を入れ、生
活支援員連絡会の実施回数を増やした。

《社協》
○現状では清瀬市との約束で3年に一度の育成を
行っている。令和5年度は実施年に当っていないた
め、登録済みの人材が力をつけ、複数の件数を
担っていくことが必要と考える。

Ｂ 継続

《介護》《社協》
〇R6年度末において後見活動メンバーの登録は６名。
うち１名が、市民後見人を受任中である。
○社会福祉協議会が後見人となる「法人後見事業」は2
名の方の後見人を継続中。社協内の専門職とともに市
民成年後見人研修を修了した１名が「法人後見支援員」
として被後見人を支援している。
○市民後見人に対して、家庭裁判所への定期報告書
記載内容の確認及び財産目録作成の助言指導を年２
回実施して支援した。
《社協》
〇権利擁護支援の地域連携ネットワーク構築に向け
て、市民向けセミナーや支援者向けセミナーを開催し
た。一般市民から医療福祉関係者に至るまで、多くの権
利擁護支援に理解をもつ市民人材の育成に努めた。

《介護》
〇市民後見人の担当できるケースは一定の条件があり
限られてくることが課題である。
○現状では清瀬市との約束で3年に一度の育成を行っ
ている。令和７年度の市民後見人育成に向け準備を進
めていく。
〇市民後見人受任者の平均年齢が高齢であるため、次
年度の市民後見人養成では幅広い年代の養成ができ
るかどうかが課題である。
《社協》
〇現状、おおむね３年に一度清瀬市からの依頼を受け
て市民後見人養成講座を社会福祉協議会で実施して
いる。R7年度は市民後見人養成講座の開催予定がある
ことから、既存の市民後見人養成講座修了生を含め
て、将来活躍できる場面の拡大（市民後見人の積極的
な受任調整や地域福祉権利擁護事業利用契約者増加
に伴う生活支援員の受入れ）を図る必要がある。

B 継続

【
３

】

【
５

】

【
方
向
性
1
1

】
権
利
擁
護
の
推

進 【目標】　だれもが自立した、尊厳ある暮らしを送れるよう、権利擁護事業の普及啓発と事業の充実を推進します。
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令和６年度　地域福祉計画　目標事業評価調書（案）

基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

《介護》《協働》
○市民相談をとおして専門的な相談につなげた。
○成年後見制度利用促進のための中核機関運営
が始まった。市民のために、関係機関のために、ま
た、後見人のサポートのために具体案を計画して進
めた。
○社会福祉協議会が後見人となる「法人後見事業」
は2名の方の後見人を継続中。社協内の専門職とと
もに市民成年後見人研修を修了した１名が「法人後
見支援員」として被後見人を支援している。（取組23
の再掲）
○社会福祉協議会と連携し成年後見制度概要説明
を終活セミナーとして実施し18名の参加があった。
《社協》
○多くの方に成年後見制度や権利擁護センターを
知ってもらうことを第一に広報した。権利擁護セン
ターとしてセミナーを実施すること、また、障害者の
家族会に出向き説明の機会をもつことや、市民協働
課の実施する講座での講義など、令和5年度は新し
い広報の機会を多く得られた。
○相談シートの作成をはじめ、権利擁護支援必要と
する市民の早期発見、早期支援に努めた。前年比
165％の新規相談件数となっている。（R4年度→91
件、R5年度→150件）

《介護》《協働》
○市民相談では対応しきれない具体的な相談に
ついて、各課・関係機関とより連携する必要があ
る。
○後期高齢者の増加とともに認知症の方も増加し
ており、各地域包括の抱える案件も当然増加して
いる。内容把握後の同行訪問が市内全域をエリア
とする権利擁護センター（中核機関）にも増加して
おり丁寧に対応している。中核機関内の職員のス
キルアップも進める中、市内関係機関の支援者の
スキルを高めていく必要性を強く感じ「支援者のた
めの連続講座」を進めている。
《社協》
○新規ケースが多く、相談内容も多様化しているこ
とから、プランニングに使える時間が少ないこと。
○おひとりさま、おふたりさまの相談が多くなってい
るが、紹介できる社会資源が少ない。
○身寄りのない方を地域で受け止めるためのしく
みづくりにおいては、権利擁護センターだけでなく
行政や医療福祉関係機関が垣根を越えて、ともに
解決に向けて動くことが必要。中核機関協議会とし
て発信を続けていく。

《介護》
○市民相談をとおして専門的な相談につなげた。
○多くの方に成年後見制度や権利擁護センターを知っ
てもらうことを第一に広報した。
〇第二期成年後見制度利用促進基本計画に則り、後
見人の申立て、報酬助成の拡大について整備を進める
ことができた。
〇首長申立ての事例検討会を通して権利擁護センター
および専門職との連携を図ることができた。

《介護》
○後期高齢者の増加とともに認知症の方も増加してお
り、各地域包括の抱える案件も当然増加している。内容
把握後の訪問はきよせ権利擁護センター職員も同行す
るなどして丁寧に対応しているが、件数増加への対応を
どのようにするか等課題もある。

《社協》
〇成年後見専門相談、福祉法律専門相談の実施を通
じて、生活上の課題を法的解決へ繋げた。
〇成年後見制度中核機関立上げから３年が経過した。
権利擁護センターが地域における成年後見制度中核
機関であることの明確化に努めた。中核機関立上げ以
降、新規相談数は約1.5倍を維持している。
（R4年度91件→R５年度135件→R6年度133件）
〇中核機関協議会機能を担いつつ、市民からの個別
相談、各種セミナーの企画実施に加え、あらたに清瀬
市単独での後見人連絡会に取り組んだ。【R６新規】（実
績：市民向けセミナー33名、支援者向けセミナー36名、
親族向け学習会13名、後見人連絡会23名）
〇R6年4月より、判断能力の低下や虐待等を理由として
成年後見制度をはじめとする解決策に繋ぐまでの間、
自らが適切に金銭管理できない市民のため高齢者等緊
急一時事務管理を開始した。【R6新規】
（実績：R6年度　受入れ5件、終了3件、継続2件）
《協働》
〇市民相談を実施している部署として、他部署から依頼
があれば円滑に相談につなげている。

《社協》
〇身寄りのない高齢者等を地域で受け止めるためのし
くみづくりにおいては、権利擁護センターだけでなく行
政や医療福祉関係機関が垣根を越えて、ともに解決に
向けて動くことが大切である。中核機関協議会としての
発信を継続する。
〇従前の成年後見制度推進機関業務に加えて、中核
機関設置後は一体的に運営すべき業務量が増加して
いる。（中核機関協議会事務局機能、後見人サポート
等）中核機関開始時に職員体制の強化を図っている
が、それでも現場の対応が追いつかない実状がある。
新規相談が入った際にはなるべく待機者を作らないよ
う、可能な場合は2～3週間程度初回訪問までに時間調
整のうえ対応にあたっている。
〇清瀬市では後期高齢者の増加に伴い、認知症や身
寄りがないことによる生活課題が複雑化しており各地域
包括が抱える案件も比例して増加している。内容把握
後の同行訪問において市内全域をエリアとする権利擁
護センターの対応頻度も高まっている。
〇権利擁護センターに介入依頼のある虐待案件におい
て、本人の居所と住民票・介護保険者等の条件が交錯
した事案が増えており、どこまでを清瀬の中核機関で対
応するかの線引きが難しい状況がある。
《協働》
〇案件によっては直接社会福祉協議会の方が良い場
合があるが、市民相談予約の時点では判断は難しい。

【
３

】

【
５

】

【
1
1

】

B 継続

【取り組み２４】
成年後見制度の
充実・推進

Ｂ 継続
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令和６年度　地域福祉計画　目標事業評価調書（案）

基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

【
３

】

【
５

】

【
1
1

】

【取り組み２５】
虐待の防止と保
護

《介護》
〇令和5年度清瀬市高齢者虐待防止対策計画を立
案し権利擁護推進を図ることができた。
○清瀬市虐待防止ネットワークの取り組みとして、居
宅介護支援事業所向け、在宅サービス事業所向け
の研修実施【各1回/年】、地域包括支援センター事
例検討会として東京都権利擁護センターに講師を
依頼し、研修【3回/年】、ネットワーク会議実施【1回/
年】。
〇中核機関（あいねっと）と共催で市民・関係者向け
研修会を計5回実施した。
《子家》
○各窓口では、虐待の情報があった場合、４８時間
以内に可及的速やかに状況確認を実施し、緊急性
が高い場合には速やかに本人の擁護を行った。
・児童虐待一時保護１１人（前年度２２人）・相談対応
（受理）件数１７８人（前年度４５８人）
《介護》
・高齢者虐待措置数1人・虐待実数35人（前年度20
人）
《障害》
・障害者虐待措置数０人（前年度０人）・虐待実数２
人（前年度２人）
・地域自立支援協議会主催による障害者虐待防止
研修を開催し、市内25事業所が参加した。

《介護》
○身寄りのない高齢者の増加等の課題があるた
め、今後も中核機関（あいねっと）と連携を図り、普
及啓発が必要である。
《子家》
○関係機関の管理職及び主たる職員との連携は
図れているが、その対応が一定となっていないた
めマニュアル等を整備する必要がある。特に虐待
事例においては、法令に基づく適切な対応につい
て、定期的に共有する必要がある。

B 継続

《介護》
○清瀬市虐待防止ネットワークの取り組みとして、居宅
介護支援事業所向け、地域包括支援センターのセン
ター長が中心となりし、事例検討会を開催した【3回/
年】、ネットワーク会議実施
《子家》
○各窓口では、虐待の情報があった場合、４８時間以内
に可及的速やかに状況確認を実施し、緊急性が高い場
合には速やかに本人の保護を行った。
・児童虐待一時保護１５人（前年度１１人）・相談対応（受
理）件数３１３人（前年度２４２人）
○要保護児童地域対策協議会で活用するマニュアルと
して「すぐに役立つ！！児童虐待予防のための早期発
見・対応ブック」を作成した。次年度(令和７年度)当初に
配布を予定している。
《障害》
・障害者虐待措置数０人（前年度０人）・虐待実数2人
（前年度1人）
・地域自立支援協議会主催による障害者虐待防止研修
を開催し、市内１８事業所が参加した。

《介護》
○身寄りのない高齢者の増加により、入退院時などに
医療機関との連携が困難な事例が増加しているという
課題がある。医療・介護連携推進協議会などを活用し
て、この課題に取り組む必要がある。
○関係機関の管理職及び主たる職員との連携は図れ
ているが、その対応が一定となっていないためマニュア
ル等を整備する必要がある。特に虐待事例において
は、法令に基づく適切な対応について、定期的に共有
する必要がある。
《子家》
○要保護児童地域対策協議会をとおして「すぐに役立
つ！！児童虐待予防のための早期発見・対応ブック」を
児童に関わる機関へ周知するとともに、当該ブックに記
載されている内容を実践できるよう、日々の連携を更に
強化する必要がある。
《障害》
〇障害者虐待防止研修は、講義形式での事例検討を
実施しているため、その場での共有は可能となってい
る。しかしながら、年１回の開催であるため、研修後の各
事業所での取り組みまでは把握できておらず、虐待の
防止・保護の取り組みの観点からフィードバックをもらう
よう検討している。

B 継続

【取り組み２６】
生活支援体制整
備事業の推進

《介護》
○生活支援コーディネーターの訪問や協議体での
話し合いから、高齢者を中心とした住民が活動する
通いの場の必要性が把握され、高齢者の関心が高
い介護予防を組み合わせた「１０の筋トレ」の紹介を
市内各所で行い、前年度と合わせて４３団体が立ち
上がった。
○地域包括支援センターで実施している地域ケア
会議で上がった地域課題を整理する地域ケア合同
会議を開催し、課題の整理を行った。その中で第１
層協議体については市内全域の支え合いの取り組
みや進捗について話し合える場とし、市内全域で課
題を検討した。第２層協議体については、各地区の
具体的な取り組みに向けた話し合いを行う場として
位置づけ、高齢者の支え合いの地域づくりについて
話し合いを行った。「移動手段」ワーキングチームを
作ることができた。ワーキングチームにおいて「買い
物バス」テストイベントを11回開催し、延べ65人の参
加があった。

《介護》
○１０の筋トレは地域包括ケアシステム構築の目途
である2025年までに市内100カ所を目標としていた
が、新型コロナウィルス感染症の影響もあり、令和5
年度末で43カ所であった。そこで東京都健康長寿
医療センターの助言を受けて、高齢者が徒歩10分
程度で歩行できる直径500メートル圏内に一つの
団体立上げを目指し目標値を60カ所と見直した。
（再掲）
○すでに立ち上がっている団体に対しても活動が
継続できるよう適宜支援が必要なため、理学療法
士等が希望団体を巡回して助言するような体制構
築が求められている。

B 継続

《介護》
○生活支援コーディネーターの訪問や協議体での話し
合いから、高齢者を中心とした住民が活動する通いの
場の必要性が把握された。
〇高齢者の関心が高い介護予防を組み合わせた「１０
の筋トレ」の紹介を市内各所で行い令和6年度末で４９
団体になった。【前年度４３団体】
○第１層協議体については市内全域の支え合いの取り
組みや進捗について話し合える場とし、市内全域で課
題を検討した。第２層協議体については、各地区の具
体的な取り組みに向けた話し合いを行う場として位置づ
けている。
〇第１層協議体では、活動団体等の担い手不足に対す
るワーキングチームを立ち上げ、「シニアの地域デ
ビュー」について検討。「地域ウエルカム交流会」を実施
した。
○第１層協議体ワーキングチームで検討した移動手段
について自治会が主となり住民主体の買い物イベント
「のしお買い物に行こーよ！」を実施することができた。
［3より再掲］

《介護》
〇住民主体の移動手段については立ち上げ初期のた
め協力者や協力団体が少ないため、継続的な活動が
困難になることも想定される。　［3より再掲］
〇移動手段について生活支援コーディネーターが自主
的な活動をサポートしながら、どのように運営を安定させ
るかが課題である。　［3より再掲］
○10の筋トレではすでに立ち上がっている団体に対し
ても活動が継続できるよう適宜支援が必要なため、理学
療法士等が希望団体を巡回して助言するような体制構
築が求められている。

B 継続
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【目標】　住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために、行政、医療・介護・福祉の専門職だけでなく、ボランティア、民生・児童委員、NPO、民間企業等がお互いに連携すること、また、市民が助け合い、支え合う体制をつくります。
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基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

《協働》《社協》
○円卓会議又は地域づくりの会　[4より再掲]
地域づくりの場として、コミュニティはぐくみ円卓会議
又は地域づくりの会を６つの校区で開催した。
・三小校区：11回会議を開催、地域の情報共有や東
村山警察署の講話を実施した。
・七小校区：８回会議を開催、地域の情報共有や七
小マスコットキャラクターを決め、イベント企画運営を
実施した。地域住民や団体などの協力により「松山
DXまつり」を開催。大勢の来場者で盛り上がった。
・清明小校区：９回会議を開催、地域の情報共有や
イベント企画運営、社会福祉協議会の子どもたちへ
の食サポート事業への協力、旭が丘団地夏祭りへ参
加した。
・十小校区：９回会議を開催、地域の情報共有やイ
ベント企画運営を実施した。コロナ禍以前と同じ規
模の地域まつり「夕涼み会」を開催し大盛況だった。
・四中校区：６回会議を開催、地域の情報共有や各
回毎に講座・講話を実施した。
・六小校区：再開に向け準備会を開催した。

《協働》　[4より再掲]
○未だ開催できていない校区（八小、清小）があ
り、今後取組み・運用について検討が必要。
○円卓会議・地域づくりの会の参加者の固定化や
後継者不足のほか、ボランティア・市民活動をする
方の高齢化等による人材の継続的な確保が課題と
なっている。
○地域が主体となって安全にイベントが開催できる
よう検討していく。また、このような交流を行ってい
る円卓会議（地域づくりの会）の認知度向上にも努
め、加入促進を進めていく。
《社協》
○円卓会議、地域づくりの会と、避難所運営協議
会や学校支援本部、協議体等、他の小地域を単
位とした取り組みとの連携整理が必要である。
○地域づくりに関わるコーディネーター等の連携と
ともに、モデル地区の設置により、新たな連携の在
り方を検討していく必要がある。

《協働》《社協》　[4より再掲]
○円卓会議又は地域づくりの会
地域づくりの場として、コミュニティはぐくみ円卓会議又
は地域づくりの会を６つの校区で開催した。
・三小校区：11回会議を開催、地域の情報共有等実施
した。
・七小校区：９回会議を開催、地域の情報共有他、地域
住民や団体などの協力により「松山DXまつり」を開催。
障害理解につながる企画にも取り組んだ。
・清明小校区：９回会議を開催、地域の情報共有やイベ
ント企画運営、社会福祉協議会の子どもたちへの食サ
ポート事業への協力、旭が丘団地夏祭りへ参加した。
・十小校区：１０回会議を開催、地域の情報共有やイベ
ント企画運営を実施した。地域まつり「夕涼み会」や焼き
芋会など交流機会増に取り組んだ。
・四中校区：６回会議を開催、地域の情報共有や各回毎
に講座・講話を実施した。
・六小校区：準備会を開始。定例開催に向けて協議を
行った。

《協働》[4より再掲]
〇前年度同様、円卓会議・地域づくりの会の参加者が
固定化されている傾向がある。本来は地域住民全体に
開放されている会議であり、多様性を求めるのであれば
周知と参加への導線が必要となる。（直近、会議によっ
ては口コミや紹介で新規参加するケースが複数件あっ
たため、それを拡大したい）
〇特に六小校区で言及されたが、市民にとって円卓会
議・地域づくりの会に出席するメリットを示すことができて
いない。参加促進のために何か目を惹くものを考える必
要がある。
〇本来、個人のスマートフォンで円卓会議・地域づくり
の会の連絡を取り合うのは望ましくないため、公式アカ
ウントを使うのが望ましい。ただ無料版は送信数に制限
がかかり、有料版は使用頻度を考えると割に合わない
可能性がある。そのため、今後の活動をもとに最適なも
のを選ばなければならない。

《協働》[10より再掲]
○円卓会議・地域づくりの会リーダー情報交換会
LINE公式アカウント運用・オープンチャットについて話し
合い、各会で状況を鑑みながら検討を続けることになっ
た。その後は年間を通して活動した結果を報告し合い、
情報を共有した。（リーダー連絡会１回18名）
《社協》[4より再掲]
○地区福祉員が自治会と協力してハロウィンイベントや
防災イベントを実施、多世代交流とつながりづくりに取り
組んだ。（１自治会）

《社協》　[11より再掲]
○未だ開催できていない校区（八小、清小）があり、今
後取組み・運用について検討が必要
○円卓会議・地域づくりの会の参加者の固定化や後継
者不足のほか、ボランティア・市民活動をする方の高齢
化等による人材の継続的な確保が課題となっている。
○地域が主体となった運営ができるよう、財源確保も課
題である。住民組織化後も、地域力向上を目指した側
面支援を継続し、地域力の向上を図る必要がある。
○社会変化や自治会の必要性に対する住民意識の変
化により自治会組織率が低下している。特に若い世代
や新規転入者の加入が少なく、組織の高齢化による活
動の継続が難しくなっている。
○参加者の固定化や高齢化は依然みられており、特に
若い世代や新規転入者の加入等、地域への働きかけ
が必要である。
○今後も社協、生活支援コーディネーター、地域福祉
コーディネーター等と連携し、各地域の課題解決に向
けて支援する必要がある。

《介護》
○第１層協議体については市内全域の支え合いの
取り組みや進捗について話し合える場とし、市内全
域で課題を検討した。第２層協議体については、各
地区の具体的な取り組みに向けた話し合いを行う場
として位置づけ、高齢者の支え合いの地域づくりに
ついて話し合いを行った。「移動手段」ワーキング
チームを作ることができた。ワーキングチームにおい
て「買い物バス」テストイベントを11回開催し、延べ65
人の参加があった。【第１層協議体１か所(３回）】（再
掲）
社協2層協議体　概ね毎月１回（各地区）その他分科
会を開催した。いきいきウォーキングラリーを開催し
92名の参加あり。
信愛地区：もったいない活用塾開催の他、きよせネ
クスト（支え合いの仕組みづくり）が発足した。
清雅地区：第1層生活支援コーディネーターとの協
働で「買い物バス」テストイベントを開催した。
《社協》
○コミプラでの短時間開催の「にこにこひまわりマー
ケット」は、生鮮野菜と惣菜、また、障害者団体のパ
ン販売などで、週1回の事業として一定程度の周知
を得られた。障害者施設と連携し重い荷物配達する
サービスを開始した。人の集まるこの場では、「特殊
詐欺被害防止」のための情報や各種セミナー案内
など、地域の情報発信を行う場ともなった。
○「花の力（ちから）プロジェクト」で花壇に花を咲か
せ、第五中学校と地域住民の交流の場を作った。今
期のこのプロジェクトの中では、咲いた花の前で「ひ
まわり鑑賞コンサート」を実施した。

《介護》
○第２層協議体の取り組みが進む中で、第１層協
議体の役割を再度捉えなおし、地域で支えあいを
する仕組みづくりを進める協議体を推進していくこ
とが必要。
○地域ケア会議や小地域ケア会議等で出された
課題のうち、生活支援に関わる課題について検討
しているが、市全域展開における担い手の拡大の
他、移動手段についても課題として挙げられた。
○移動手段ワーキングチーム「買い物バス」テスト
イベントを通じて、買い物支援を団地自治会等で
自主運営が可能か等、課題が見えてきた。実施す
る際の責任主体がどこになるのか等、整理が必要
である。
《社協》
○地域の支え合いを進める中、生活支援サービス
のしくみづくりが喫緊の課題となってきた。担い手
獲得及び継続が、先行する団体の大きな課題と
なっていると伝えられていることから、まずは担い手
の発掘方法から検討が必要になっている。
○ケアメンのつどいは状況変化のため利用者が
減っている。多くの方への周知が必要である。

《介護》《社協》
○第１層協議体については市内全域の支え合いの取り
組みや進捗について話し合える場とし、市内全域で課
題を検討した。第２層協議体については、各地区の具
体的な取り組みに向けた話し合いを行う場として位置づ
けた。
○生活支援コーディネーターが中心となり、シニアの地
域デビューの取組として「地域ウェルカム交流会」を実
施した。
《介護》
○第１層協議体ワーキングチームで検討した移動手段
について自治会が主となり住民主体の買い物イベント
「のしお買い物に行こーよ！」を実施することができた。
[3より再掲]

《介護》《社協》
○第２層協議体の取り組みが進む中で、第１層協議体
の役割を再度捉えなおし、地域で支えあいをする仕組
みづくりを進める協議体を推進していくことが必要。
《介護》
〇住民主体の移動手段については立ち上げ初期のた
め協力者や協力団体が少ないため、継続的な活動が
困難になることも想定される。　［3より再掲］
〇移動手段について生活支援コーディネーターが自主
的な活動をサポートしながら、どのように運営を安定させ
るかが課題である。　［3より再掲］
《社協》
○地域の支え合いを進める中、生活支援サービスのしく
みづくりが喫緊の課題となってきた。担い手獲得及び継
続が、先行する団体の大きな課題となっていると伝えら
れていることから、まずは担い手の発掘方法から検討が
必要になっている。

【社協2層】
○2層協議体を進めていくうえで、会の進行をスムー
ズに行うことを目標とし、実施した事業は「いきいきセ
ミナー・福祉用具展示会」の他、委員が作成頒布し
たお出かけ支援マップを利用した「いきいきウォーキ
ングラリー」など。これらの開催を行うことで得られた
住民情報を新メンバーの増員への働きかけを行っ
た。
○海外を経由した電話による特殊詐欺の被害防止
対策のための「国際電話利用休止申請案内」を配布
し市民への注意喚起を行った。

【
３

】

【
５

】

【
1
２

】

【取り組み２８】
支え合うきよせ委
員会（生活支援・
介護予防サービ
ス提供主体等協
議体）の設置・開
催

B 継続B 継続

【
３

】

【
５

】

【
1
２

】

【取り組み２７】
地域住民の参加
による地域連携

B 継続 B 継続
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令和６年度　地域福祉計画　目標事業評価調書（案）

基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

【取り組み２９】
分野横断的な福
祉サービス等の
展開

《障害》
○障害福祉サービスの利用者ならびに保護者の高
齢化に伴い、介護保険制度への円滑な移行を進め
た。また、切れ目のないサービス提供を実施するた
め、高齢福祉部署との連携を図り、市内事業所を対
象に研修を実施した。さらに、障害福祉センターお
おぞらにて、共生型サービスを継続実施している。
《子家》
○令和５年５月より子ども家庭支援センターが、ころ
ぽっくるから清瀬市しあわせ未来センターに移転し、
同建物内の教育支援センター、子育て支援課と物
理的な距離が近くなったことで、連携がしやすくな
り、今まで以上に分野横断的支援に繋がった。(例：
教育支援センター窓口へ繋ぎ面談に同席する、教
育支援センター主催の講座を案内し利用者から
フィードバック頂く、母子保健係とタイムラグなく特定
妊婦の初動の関わりを直接ミーティングできる等)
《社協》
○障害者福祉センターの機能訓練事業所におい
て、介護保険要支援者対象のデイサービス事業（基
準緩和型デイサービス）の継続【R5　実利用者１０
名、延べ利用者５１６名】

《子家》
○令和６年４月より子ども家庭支援センターと子育
て支援課母子保健係の異なる二つの組織を子ども
家庭センター機能を有する機関に位置付けている
ため、今後ますます両組織の連携を深め、サポート
プランや合同ケース会議等の対応を効果的に実施
する必要がある。
《社協》
○分野を超えた専門職が連携して支援する仕組み
づくりを進めるために、コーディネート機能を持つ
機関が必要。

B 継続

《子家》
○しあわせ未来センター内の各機関（子育て支援課、
子ども家庭支援センター、教育相談支援センター）で
は、分野横断的に協力して対応している。また、本庁と
しあわせ未来センターの福祉部門間及び、介護保険課
や市民課等も連携して対応している。
《社協》
〇社会福祉法人の連携事業では、多分野のネットワー
クの力を活かした「はたらく相談会」など、地域課題解決
に向けた取り組みを実施した。
《障害》
○障害福祉サービスから介護保険制度への円滑な移
行について、継続したサービス提供を進められた。ま
た、介護サービスで賄いきれない部分については、障
害福祉サービスを利用することで適正な支援に繋がっ
ている。さらに、障害者福祉センターおおぞらにおい
て、共生型サービスを継続実施している。

《子家》
○子ども家庭支援センターと子育て支援課母子保健係
では、よりこども家庭センター機能を発揮するためのあり
方について検討を行っている。
《社協》
○分野を超えた専門職が連携して支援する仕組みづく
りを進めるために、ネットワーク化とコーディネート機能を
持つ機関が必要。
《障害》
○相談支援専門員とケアマネジャーとの連携の必要性
があるため、協議できる場や合同での研修会等を検討
していく。また、庁内の児童及び福祉部門との早期の情
報共有に努め、事後報告にならないための取り組みが
必要である。

B 継続

《教企》
〇通学路での見守り活動・パトロールを実施した。
【地域の方が不定期に実施２校/９校（小学校）３校/
５校（中学校）定期的に実施１校/９校（小学校）】【保
護者が不定期に実施６校/９校（小学校）２校/５校
（中学校）定期的に実施２校/９校（小学校）】
○月に１回、校長、警察、PTA会長、ボランティアの
方などで登校時の見守り活動を行い、児童の登校の
様子や実態把握を行うことができた。（三小）
○青少協の方々と協力して、夜間パトロールを行
い、見守り活動を実施することができた。（五中）
《協働》《社協》
○地域づくりの場として、円卓会議又は地域づくりの
会を設置し地域活動の支援を行っている。各校区で
地域課題に根差した取り組みが進んでいる。

《教企》
○保護者の意識が低下している。
○地域人材の高齢化によるボランティアの人数の
減少。
○コミュニティスクールにおける協働の取組みとし
て、地域のさまざまな世代の方が参加できるための
組織体制整備と、取組みの周知、活動の充実が課
題。
○メンバーが固定しており、新しいメンバーが集ま
りづらい。
《協働》《社協》
○支援を必要とする立場にある人や様々な団体等
の円卓会議・地域づくりの会への参加を促しなが
ら、地域課題の把握、共有の場や学びの場を継続
実施し、地域福祉に対する意識向上を図る。
《社協》
○様々な養成講座など担い手を増やす取り組みと
地域福祉事業との連携連動が必要である。
○コロナ禍で休止していた活動再開支援とともに、
支援を必要とする立場にある人や様々な団体等の
参加を促しながら、地域課題の把握、共有の場や
学びの場を継続実施し、地域福祉に対する意識向
上を図る必要がある。

《教企》
○通学路での見守り活動・パトロールを実施した。【地域
の方が定期的に実施２校/９校（小学校）保護者が定期
的に実施２校/９校（小学校）PTA役員と不定期で実施１
校/５校（中学校）】〇月に１回、校長、警察、PTA会長、
学校支援本部、ボランティアの方などで登校時の見守り
活動を行い、児童の登校の様子や実態把握を行うこと
ができた。（三小・七小）
〇地域づくりの会では、地域の祭りへの参加・出店や年
２回のイベントや弁当の配布などを実施し、地域活動の
支援を行っている。（清明小）
〇運動会で高齢者のために「思いやり席」を拡充し、行
事を通して地域の交流を図った。（清中）
〇地域の方と共に資源回収を実施している。（清中）
《社協》
○地域づくりの場として、円卓会議又は地域づくりの会
を設置し地域活動の支援を行っている。各校区で地域
課題に根差した取り組みが進んでいる。
《協働》
○地域づくりの場として、円卓会議又は地域づくりの会
を設置し地域活動の支援を行っている。各校区で地域
課題に根差した取り組みが進んでいる。

《教企》
〇登下校時の児童の様子について苦情が寄せられる。
無償のボランティアがなかなか見つからない。（清小）
〇コミュニティスクールにおける協働の取組として、地域
の様々な世代の方が参加できるための組織体制の整備
と、取組の周知、活動の充実が課題。（芝小・八小）
〇保護者の意識が低下している。意識を高めるようなア
プローチを工夫する必要がある。（三小・八小）
〇メンバーが固定し、新しい人員が集まりづらい。ボラン
ティアの確保が困難。（八小・清明小）
〇地区班の廃止に伴う児童下校見守り人員の確保。
（十小）
〇様々な団体等の地域づくりの会への参加を促しなが
ら、事業の継続を行っていくことや、地域課題の把握、
共有の場や学びの場を継続実施し、地域福祉に対する
意識向上を図っていく。（清明小）
〇PTA役員は仕事している方が多いので、集まる人数
が少ない。（清中）
〇今後、職場体験や部活動支援として地域人材の活用
を検討していく。（清中）
《社協》
○支援を必要とする立場にある人や様々な団体等の円
卓会議・地域づくりの会への参加を促しながら、地域課
題の把握、共有の場や学びの場を継続実施し、地域福
祉に対する意識向上を図る。
○地域活動の実際を伝える機会を創出し、地域活動に
触れるきっかけづくりを行うなど、担い手確保に向けた
多様な取り組みが必要がある。

《協働》
○支援を必要とする立場にある人や様々な団体等の円
卓会議・地域づくりの会への参加を促しながら、地域課
題の把握、共有の場や学びの場を継続実施し、地域福
祉に対する意識向上を図る。

B 継続

【
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】
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【目標】　国の動向を考慮しながら、各福祉サービスが分野横断的に福祉サービスを展開する仕組みを検討します。

【
３

】

【目標】　身近な地域で住民や関係機関などで地域の課題を共有したり、課題解決に向けた主体的な活動をする小地域での住民組織の立ち上げを支援します。【
施
策
の
柱
６

】
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と
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援

（
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点

）

【取り組み３０】
地域福祉活動の
推進

B 継続

16 ページ



令和６年度　地域福祉計画　目標事業評価調書（案）

基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

【
３

】

【
６

】

【
１
４

】

【取り組み３１】
地域で顔見 知り
になる機会づくり

《協働》《社協》
○円卓会議又は地域づくりの会　[4より再掲]
地域づくりの場として、コミュニティはぐくみ円卓会議
又は地域づくりの会を６つの校区で開催した。
・三小校区：11回会議を開催、地域の情報共有や東
村山警察署の講話を実施した。
・七小校区：８回会議を開催、地域の情報共有や七
小マスコットキャラクターを決め、イベント企画運営を
実施した。地域住民や団体などの協力により「松山
DXまつり」を開催。大勢の来場者で盛り上がった。
・清明小校区：９回会議を開催、地域の情報共有や
イベント企画運営、社会福祉協議会の子どもたちへ
の食サポート事業への協力、旭が丘団地夏祭りへ参
加した。
・十小校区：９回会議を開催、地域の情報共有やイ
ベント企画運営を実施した。コロナ禍以前と同じ規
模の地域まつり「夕涼み会」を開催し大盛況だった。
・四中校区：６回会議を開催、地域の情報共有や各
回毎に講座・講話を実施した。
○地区福祉員が自治会と協力してハロウィンイベント
を実施、多世代交流とつながりづくりに取り組んだ。
（１自治会）

《協働》　[4より再掲]
○未だ開催できていない校区（八小、清小）があ
り、今後取組み・運用について検討が必要
○円卓会議・地域づくりの会の参加者の固定化や
後継者不足のほか、ボランティア・市民活動をする
方の高齢化等による人材の継続的な確保が課題と
なっている。
○地域が主体となって安全にイベントが開催できる
よう検討していく。また、このような交流を行ってい
る円卓会議（地域づくりの会）の認知度向上にも努
め、加入促進を進めていく。
《社協》
○円卓会議・地域づくりの会は、参加者固定化に
悩みを持つ地域もあり、対象者の拡充や後継者不
足などの課題がある。今後も社会福祉協議会と連
携し、地域の様々な活動との連携を強化し、取り組
みの周知を図るとともに、様々な世代が参加できる
きっかけづくりの充実と支援を図る必要がある。
○孤立しがちな層への働きかけと参加しやすい場
づくりに取り組む必要がある。
○今後も社協、生活支援コーディネーター、地域
福祉コーディネーター等と連携し、各地域の課題
解決に向けて支援する必要がある。

B 継続

《協働》《社協》
○円卓会議又は地域づくりの会　[4より再掲]
地域づくりの場として、コミュニティはぐくみ円卓会議又
は地域づくりの会を６つの校区で開催した。
・三小校区：11回会議を開催、地域の情報共有等実施
した。
・七小校区：９回会議を開催、地域の情報共有他、地域
住民や団体などの協力により「松山DXまつり」を開催。
障害理解につながる企画にも取り組んだ。
・清明小校区：９回会議を開催、地域の情報共有やイベ
ント企画運営、社会福祉協議会の子どもたちへの食サ
ポート事業への協力、旭が丘団地夏祭りへ参加した。
・十小校区：１０回会議を開催、地域の情報共有やイベ
ント企画運営を実施した。地域まつり「夕涼み会」や焼き
芋会など交流機会増に取り組んだ。
・四中校区：６回会議を開催、地域の情報共有や各回毎
に講座・講話を実施した。
・六小校区：準備会を開始。定例開催に向けて協議を
行った。
《社協》
○地区福祉員が自治会と協力してハロウィンイベントや
防災イベントを実施、多世代交流とつながりづくりに取り
組んだ。（１自治会）

《協働》
○社会変化や自治会の必要性に対する住民意識の変
化により自治会組織率が低下している。特に若い世代
や新規転入者の加入が少なく、組織の高齢化による活
動の継続が難しくなっている。
《社協》
○未だ開催できていない校区（八小、清小）があり、今
後取組み・運用について検討が必要
○円卓会議・地域づくりの会の参加者の固定化や後継
者不足のほか、ボランティア・市民活動をする方の高齢
化等による人材の継続的な確保が課題となっている。
○地域が主体となった運営ができるよう、財源確保も課
題である。住民組織化後も、地域力向上を目指した側
面支援を継続し、地域力の向上を図る必要がある。
○参加者の固定化や高齢化は依然みられており、特に
若い世代や新規転入者の加入等、地域への働きかけ
が必要である。
○今後も社協、生活支援コーディネーター、地域福祉
コーディネーター等と連携し、各地域の課題解決に向
けて支援する必要がある。
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【取り組み３２】
住民に身近な圏
域である小地域
での協議

《協働》《社協》
○円卓会議又は地域づくりの会　[4より再掲]
地域づくりの場として、コミュニティはぐくみ円卓会議
又は地域づくりの会を６つの校区で開催した。
・三小校区：11回会議を開催、地域の情報共有や東
村山警察署の講話を実施した。
・七小校区：８回会議を開催、地域の情報共有や七
小マスコットキャラクターを決め、イベント企画運営を
実施した。地域住民や団体などの協力により「松山
DXまつり」を開催。大勢の来場者で盛り上がった。
・清明小校区：９回会議を開催、地域の情報共有や
イベント企画運営、社会福祉協議会の子どもたちへ
の食サポート事業への協力、旭が丘団地夏祭りへ参
加した。
・十小校区：９回会議を開催、地域の情報共有やイ
ベント企画運営を実施した。コロナ禍以前と同じ規
模の地域まつり「夕涼み会」を開催し大盛況だった。
・四中校区：６回会議を開催、地域の情報共有や各
回毎に講座・講話を実施した。
○自治会等
活動の活性化を目的とし、円卓会議・地域づくりの
会の活動を周知している。

《協働》　[4より再掲]
○未だ開催できていない校区（八小、清小）があ
り、今後取組み・運用について検討が必要
○円卓会議・地域づくりの会の参加者の固定化や
後継者不足のほか、ボランティア・市民活動をする
方の高齢化等による人材の継続的な確保が課題と
なっている。
○地域が主体となって安全にイベントが開催できる
よう検討していく。また、このような交流を行ってい
る円卓会議（地域づくりの会）の認知度向上にも努
め、加入促進を進めていく。
○社会変化や自治会の必要性に対する住民意識
の変化により自治会組織率が低下している。特に
若い世代や新規転入者の加入が少なく、組織の高
齢化による活動の継続が難しくなっている。
《社協》
○住民組織としての立ち上げ後、参加住民の固定
化や高齢化などにより、参加する対象者の拡充や
後継者不足など活動継続や発展が困難な地域が
ある。他地区の取り組みを共有する場を設けるな
ど、住民組織化後も、地域力向上を目指した側面
支援を継続し、地域力の向上を図る必要がある。
○参加者の固定化や高齢化は依然みられており、
特に若い世代や新規転入者の加入等、地域への
働きかけが必要である。
○住民組織化後も、地域力向上を目指した側面支
援を継続し、地域力の向上を図る必要がある。

B 継続

《協働》《社協》
○円卓会議又は地域づくりの会　［4より再掲］
地域づくりの場として、コミュニティはぐくみ円卓会議又
は地域づくりの会を６つの校区で開催した。
・三小校区：11回会議を開催、地域の情報共有、第三
小学校の見守り再開の検討、東村山警察署の防犯防
災講話を実施した。
・七小校区：９回会議を開催、地域の情報共有他、地域
住民や団体などの協力により「松山DXまつり」を開催。
障害理解につながる企画にも取り組んだ。
・清明小校区：９回会議を開催、地域の情報共有やイベ
ント企画運営、社会福祉協議会の子どもたちへの食サ
ポート事業への協力、旭が丘団地夏祭りへ参加した。
・十小校区：１０回会議を開催、地域の情報共有やイベ
ント企画運営を実施した。地域まつり「夕涼み会」や焼き
芋会など交流機会増に取り組んだ。
・四中校区：６回会議を開催、地域の情報共有や各回毎
に講座・講話を実施した。
・六小校区：準備会を４回開催し、円卓会議の再始動に
向けて話し合いを進めた。また、会議内で言及された地
域イベントについて市報掲載を行った。
○自治会組織率が低迷する中、自治会等の活動の活
性化を目的とし、東京都つながり創生財団や地域市民
センター指定管理者と連携し「自治会おなやみ相談会」
ならびに「交流イベント」等を実施した。　［10より再掲］

《協働》《社協》　［11より再掲］
○社会変化や自治会の必要性に対する住民意識の変
化により自治会組織率が低下している。特に若い世代
や新規転入者の加入が少なく、組織の高齢化による活
動の継続が難しくなっている。
《社協》
○未だ開催できていない校区（八小、清小）があり、今
後取組み・運用について検討が必要
○円卓会議・地域づくりの会の参加者の固定化や後継
者不足のほか、ボランティア・市民活動をする方の高齢
化等による人材の継続的な確保が課題となっている。
○地域が主体となった運営ができるよう、財源確保も課
題である。住民組織化後も、地域力向上を目指した側
面支援を継続し、地域力の向上を図る必要がある。
○参加者の固定化や高齢化は依然みられており、特に
若い世代や新規転入者の加入等、地域への働きかけ
が必要である。
○今後も社協、生活支援コーディネーター、地域福祉
コーディネーター等と連携し、各地域の課題解決に向
けて支援する必要がある。

B 継続
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令和６年度　地域福祉計画　目標事業評価調書（案）

基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

【取り組み３３】
地域住民に よる
見守り支援体制
の推進

《協働》
○円卓会議・地域づくりの会において、各校区ごと
に高齢者や子どもの見守りが課題とされている。こど
もの見守りについては、見守り活動を行っている校
区もある。
《子家》
○子供食堂実施12団体に補助金を交付。また、児
童虐待についての知識や、市の子育て支援につい
て紹介する講座（全団体参加）を実施。（再掲）
《福総》
○高齢者等の見守り活動に関する協定を締結した
事業者等と情報共有・連携を図り、広域的な見守り
を進めた。又、年に１回開催する連絡会では、各事
業者の事例の検討を行い、体制の強化を図った。
【見守り活動に関する協定締結団体１７団体（前年度
１7団体）】

《協働》
○どの校区も子どもの見守り支援は体制を構築し
やすい傾向にある（登下校の見守り・子ども食堂
等）が、高齢者の見守りは体制構築が難しいことが
課題となっている。
《子家》
○地域に根差した活動である子供食堂の開催によ
り、支援が必要な子どもとその家庭の把握を行い、
必要な支援につなげるために引き続き、子供食堂
に対しする支援や、講座開催、連絡会出席等によ
る実施団体との連携を推進する必要がある。（再
掲）
《社協》
○支援が必要な人の見守りや支援について、課題
提起はされているものの、具体的な見守り体制構
築には至っていない。
《福総》
○事業者との継続した協定締結は、対象者につい
ても継続して見守ることが出来ることが利点である。
更に潜在的な対象者を支援するために、今後も協
定締結事業所を増やしていくことが必要と考える。

B 継続

《協働》
○円卓会議・地域づくりの会において、各校区ごとに高
齢者や子どもの見守りが課題とされている。こどもの見
守りについては、見守り活動を行っている校区もある。コ
ロナ渦に見守りは休止していた円卓もあり、再開に向け
協議を行った。
《子家》
○子供食堂実施14団体に補助金を交付。また、児童虐
待についての知識や、市の子育て支援について紹介す
る講座（全団体参加）を実施。
○子ども食堂連絡会が中心となり、子ども食堂のボラン
ティアを養成。その後各子ども食堂で活躍している（再
掲）
《社協》
○円卓会議・地域づくりの会において、各校区ごとに高
齢者や子どもの見守りが課題とされている。こどもの見
守りについては、見守り活動を行っている校区もある。
《福総》
○高齢者等の見守り活動に関する協定を締結した事業
者等と情報共有・連携を図り、広域的な見守りを進め
た。また、年に１回開催する連絡会では、高齢者見守り
の講座や各事業者の事例の報告を行い、体制の強化
を図った。【見守り活動に関する協定締結団体16団体
（前年度16団体）】

《協働》
○どの校区も子どもの見守り支援は体制を構築しやす
い傾向にある（登下校の見守り・子ども食堂等）が、高齢
者の見守りは体制構築が難しいことが課題となってい
る。
《子家》　[14より再掲]
○子ども食堂のボランティアについては、今後も定期的
な募集・育成が望ましい。運営に携わる連絡会が中心と
なったプログラムにより、子どもを支える地域の手として
育てていくことが必要である。
《社協》
○どの校区も子どもの見守り支援は体制を構築しやす
い傾向にある（登下校の見守り・子ども食堂等）が、高齢
者の見守りは体制構築が難しいことが課題となってい
る。
○支援が必要な人の見守りや支援について、課題提起
はされているものの、具体的な見守り体制構築には至っ
ていない。
《福総》
○事業者との継続した協定締結は、対象者についても
継続して見守ることが出来ることが利点である。更に潜
在的な対象者を支援するために、今後も協定締結事業
所を増やしていくことが必要と考える。

B 継続
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【取り組み３４】
防災・防犯対策の
充実・強化

《防災》
○出前講座による防災対策・知識の向上
【令和５年中７回実施】
○自主防災組織の防災訓練による防災行動力の向
上
【令和５年中６回実施（前年度７回）】
○青パトでの地域見守りパトロールによる犯罪の未
然防止
【令和５年中173回実施（前年度202回）】
○警察機関等と連携した防犯啓発活動
【令和５年中７回実施（前年度７回）】
○清瀬市シルバー人材センターによる小中学生の
下校時間帯等及び特殊詐欺等防止のための市内
のＡＴＭの地域見守り
【令和５年中243回実施（前年度243回）】
《協働》
○円卓会議・地域づくりの会で防災防犯に関して議
題に取り上げる校区もある。また、東村山警察による
講話や地域イベントに地域の特色が反映された防
災パネルなどを実施した。
《社協》
○障害者福祉センターでは、利用者参加による避
難訓練を実施。また、定期的にセンターを利用して
いる団体の被災時の対応を含めた貸館規約を整備
した。

《防災》
○防災については、防災訓練を毎年実施している
組織が固定化しており、増減はあまり見られない。
高齢者や子育て世代等に配慮した幅広い世代に
「参加してみたい」と感じるようなイベント開催に向
けた積極的な支援と周知ＰＲを行い、地域における
イベントの充実強化を図っていく。荒天により総合
防災訓練が中止となった。
防犯に関しては、特殊詐欺と、見知らぬ者による声
かけなどが後を絶たない。あらゆる機会を捉え、警
察機関等と連携して、防犯に関する継続した注意
喚起と、効率的かつ効果的な地域見守りを継続
し、犯罪の未然防止を図っていく。
《協働》
○円卓会議・地域づくりの会の参加者の固定化や
後継者不足のほか、ボランティア・市民活動をする
方の高齢化等による人材の継続的な確保が課題と
なっている。

B 充実

《防災》
○出前講座による防災対策・知識の向上
【令和6年中9回実施】
○自主防災組織の防災訓練による防災行動力の向上
【令和６年中４回実施（前年度６回）】
○青パトでの地域見守りパトロールによる犯罪の未然防
止
【令和6年中90回実施（前年度173回）】
○警察機関等と連携した防犯啓発活動
【令和6年中７回実施（前年度７回）】
○清瀬市シルバー人材センターによる小中学生の下校
時間帯等及び特殊詐欺等防止のための市内のＡＴＭ
の地域見守り
【令和6年中243回実施（前年度243回）】
《協働》
○円卓会議・地域づくりの会で防災防犯に関して議題
に取り上げた。防災防犯課職員により出前講座や東村
山警察による講話や地域イベントに地域の特色が反映
された防災パネルなどを実施した。

《防災》
○防災については、防災訓練を毎年実施している組織
が固定化しており、増減はあまり見られない。
高齢者や子育て世代等に配慮した幅広い世代に「参加
してみたい」と感じるようなイベント開催に向けた積極的
な支援と周知ＰＲを行い、地域におけるイベントの充実
強化を図っていく。
○防犯に関しては、特殊詐欺と、見知らぬ者による声か
けなどが後を絶たない。あらゆる機会を捉え、警察機関
等と連携して、防犯に関する継続した注意喚起と、効率
的かつ効果的な地域見守りを継続し、犯罪の未然防止
を図っていく。
《協働》
○円卓会議・地域づくりの会の参加者の固定化や後継
者不足のほか、ボランティア・市民活動をする方の高齢
化等による人材の継続的な確保が課題となっている。

B 充実
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【目標】　支援等が必要な人を早期に把握して、つなげる仕組みである見守り支援体制について、地域住民や様々な分野の活動団体等との連携による体制整備を推進します。
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令和６年度　地域福祉計画　目標事業評価調書（案）

基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

《協働》
○きよせボランティア・市民活動センターにおいて夏
の体験ボランティアを実施した。また、サポーターや
奉仕委員、ボランティア育成の講座や市民活動団体
のスキルアップ支援を実施した。
○市内社会福祉法人の連携事業として、地域活動
団体等を支援する資源帳を作成。提供できる活動の
場や備品、福祉教育等についての情報提供をして
いる。
○円卓会議・地域づくりの会が開催する地域イベン
トなどにキッズスタッフや、卒業生、市内大学生のボ
ランティアが参加するなど、担い手の発掘につな
がった。
《社協》
○市内社会福祉法人の連携事業として、地域活動
団体等を支援する資源帳を作成。提供できる活動の
場や備品、福祉教育等についての情報提供をして
いる。
○地域の力を地域福祉に活用する仕組みづくりとし
て、歳末たすけあい募金、赤い羽根共同募金等を
進め、募金の一部を地域で福祉活動を行うグルー
プや社会福祉法人等の団体に助成している他、地
域福祉事業に活用している。
○新たな地域課題に取り組む団体等を支援するた
め、地域福祉活動応援助成にチャレンジ枠を新たに
創設。
【歳末たすけあい募金】
　募金額２，２３６，６７７円（前年度２，０６１，７６３円）
　地域福祉活動応援助成１３団体（前年度１１団体）
　地域福祉活動応援助成チャレンジ枠２団体

《協働》
○各団体との情報交換や連携できる体制の構築が
必要である。
《社協》
○円卓会議で開催するイベントに卒業生や大学生
のボランティアを活用する方法等の検討が必要。
○ノウハウをもつ人材・活動や活かしきれていない
場所等もあると思われる。情報収集とコーディネー
トに取り組んでいく必要がある。
○様々な形で共同募金運動に参加できるよう、地
域協働型の募金運動の展開が必要である。
○市内社会福祉法人の資源帳の活用により、会議
の場や備品の確保ができたという市民団体もあっ
たが、新型コロナウイルス感染症の影響により貸出
が困難な状況が続いている。感染症の状況に合わ
せた検討が必要である。

《協働》
○各団体との情報交換や連携できる体制の構築が必要
である。
○円卓会議で開催するイベントに卒業生や大学生のボ
ランティアを活用する方法等の検討が必要。
○ノウハウをもつ人材・活動や活かしきれていない場所
等もあると思われる。情報収集とコーディネートに取り組
んでいく必要がある。
○様々な形で共同募金運動に参加できるよう、地域協
働型の募金運動の展開が必要である。
○市内社会福祉法人の資源帳の活用により、会議の場
や備品の確保ができたという市民団体もあったが、新型
コロナウイルス感染症の影響により貸出が困難な状況が
続いている。感染症の状況に合わせた検討が必要であ
る。
《社協》
○市内社会福祉法人の連携事業として、地域活動団体
等を支援する資源帳を作成。提供できる活動の場や備
品、福祉教育等についての情報提供をしている。
○地域の力を地域福祉に活用する仕組みづくりとして、
歳末たすけあい募金、赤い羽根共同募金等を進め、募
金の一部を地域で福祉活動を行うグループや社会福祉
法人等の団体に助成している他、地域福祉事業に活用
している。
〇新たな地域課題に取り組む団体等を支援するため、
地域福祉活動応援助成にチャレンジ枠も実施。

《協働》
〇きよせボランティア・市民活動センターでは、市民活
動の担い手の発掘の場を幅広い形で、提供している
が、結果に結びつかない事が課題である。
《社協》
○ノウハウをもつ人材や活動等の活用に向け、情報の
集約とコーディネートに取り組んでいく必要がある。
○様々な形で共同募金運動に参加できるよう、地域協
働型の募金運動の展開が必要である。
○市内社会福祉法人の資源帳など活動団体への支援
を行っているが、コロナ禍で変化した地域ニーズに対し
て社会福祉法人が地域公益活動としてできることにつ
いて継続検討が必要である。

　生活困窮世帯への支援や、地域活動支援等地域
福祉推進のために活用
【赤い羽根共同募金】
　募金額５５６，３８９円（前年度５３３，７４２円）
　地域配分（B配分）推せん団体３団体（前年度３団
体）
　福祉施設の備品整備等に活用
○企業から提供いただいたカレンダー等を歳末たす
けあい募金への寄付につながるチャリティ事業（歳
末カレンダー市）を実施。協力企業の広がりによって
募金増額につながった。新たに福祉施設等の協力
により地域に出向いてミニカレンダー市を実施した。
余剰カレンダー等は生活保護世帯、生活困窮され
た世帯、福祉施設等に配布した。

【歳末たすけあい募金】
・募金額２，６４８，９５９円（前年度２，２３６，６７７円）
・地域福祉活動応援助成１１団体（前年度１１団体）
・地域福祉活動応援助成チャレンジ枠４団体（前年度２
団体）
・」生活困窮世帯への支援や、地域活動支援等地域福
祉推進のために活用
【赤い羽根共同募金】
・募金額５４２，９４５円（前年度５５６，３８９円）
・地域配分（B配分）推せん団体４団体（前年度３団体）
・福祉施設の備品整備等に活用
〇赤い羽根共同募金において、地域協働型の募金運
動に新たに取り組んだ。【協力地域１】
○企業から提供いただいたカレンダー等を歳末たすけ
あい募金への寄付につながるチャリティ事業（歳末カレ
ンダー市）を実施。協力企業の広がりによって募金増額
につながった。新たに福祉施設等の協力により地域に
出向いてミニカレンダー市を実施し、募金増額につな
がった。
〇社協での子どもの食サポート事業は、社会福祉法人
やNPO法人、地域づくりの会、子ども食堂団体、行政機
関等の協力により実施。拠点協力の社会福祉法人が増
えるなど多様な主体が参画する取り組みとして広がっ
た。

【
３

】

【
６

】

【
方
向
性
１
６

】
社
会
資
源
活
用
の
体
制
整
備

【目標】　人材・ノウハウ、共同募金や空き家等の活用の受け皿づくりを進め、地域活動の充実を図ります。

【取り組み３５】
人材及びノウハ
ウ等の活用

B 充実 B 充実
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基本
方針

施策
の柱

（参考）令和5年度の成果 （参考）現状の課題（令和5年度時点） 評価
次年度
方針

令和6年度の成果 現状の課題 評価
次年度
方針

施策の方向性と
具体的な取り組み

【
３

】

【
６

】

【
１
６

】

【取り組み３６】
空き家等の活用

《防災》
○協定締結先であるＮＰＯ法人空家空地管理セン
ターと連携し、空き家に関するあらゆる相談をワンス
トップで実施した。

《防災》
○今後、市内の空き家の件数は増えていくことが
想定される。空き家の活用も含め、空き家を増やさ
ないためにどのような取り組みができるか、引き続
き調査・検討を進めていく必要がある。

B 継続

《都市》
○協定締結先であるＮＰＯ法人空家空地管理センター
と連携し、空き家に関するあらゆる相談をワンストップで
実施した。

《都市》
○今後、市内の空き家の件数は増えていくことが想定さ
れる。空き家の活用も含め、空き家を増やさないために
どのような取り組みができるか、引き続き調査・検討を進
めていく必要がある。
《社協》
○地域コミュニティの場に活用できないかとの声はある
が、検討に至っていない。

B 継続

【取り組み３７】
医療・介護のネッ
トワークの推進

《介護》
○医療・介護のネットワークを推進するため、医療・
介護連携推進事業を行った。新型コロナウイルス感
染症の影響により、対面とオンラインの混合型で実
施した。清瀬版ICTを導入するにあたりオンライン研
修を実施した。【医療・介護連携推進協議会、本会３
回／年】
【医療・介護専門職のケアセミナー、オンライン１回
／年】【市民向け普及啓発講座１回／年】

《介護》
○対面での市民公開講座やオンラインでのケアセ
ミナー開催できたが、コロナ禍以前において、顔の
見える関係づくりで行っていた地域リーダー研修は
実施できなかったため、次年度検討する。

B 継続

《介護》
〇令和6年9月28日に認知症初期集中支援チーム普及
啓発事業および医療・介護連携協議会普及啓発部会
の合同事業として市民公開講座を開催することができ
91人の参加があった。
〇令和7年2月1日には医療・介護連携推進協議会では
きよせケアセミナーを開催し49人の参加があり「顔の見
える関係づくりが進んだ」と回答した人の割合は８５％に
上った。
〇多職種連携システム、MCS（メディカルケアステーショ
ン）の周知について介護支援専門員の職能団体、ケア
マネット清瀬にて周知を進めた。
〇医療・介護連携推進協議会普及啓発部会において
医療・介護マップを発行した。

《介護》
〇身寄りのない人の増加により、医療・介護連携の重要
性は増しており、医療・介護職へのアンケートではアン
ケート回答者40人のうち26人が対応に困ったことがある
との回答あり。入退院時の連携には課題も多い。今後も
医療・介護連携に積極的に取り組む必要がある。

B 継続

【
３

】

【
６

】

【
１
７

】

【取り組み３８】
社会福祉法人の
ネットワークの充
実

《社協》
○市内で活動する社会福祉法人のネットワーク化を
進め、社会福祉法人による地域貢献を推進してお
り、新型コロナウイルス感染症禍ではあったが施設
や備品の貸出等、地域の力を応援する取り組みを
実施している。
○生活困窮者への支援や有事の際の相互協力体
制づくりをテーマにした部会を設置し、検討した。
○生活困窮者への支援として、「ひとまず相談」と社
会福祉法人のはたらく場としての機能を活かした「は
たらく相談会」を実施。行政やハローワーク、東京都
福祉人材センターとの協働実施により相互の関係づ
くりにつながった。【１回　参加者26名】
○有事の際の相互協力体制づくりに向けて、災害勉
強会を実施した。【１回　参加費４３名】
○社会福祉法人のネットワークだけでなく、地域関
係者との連携に取り組んだ。生活支援コーディネー
ターとの連携、市民協働課との連携。
【清瀬市社会福祉法人　社会貢献事業協議会３４機
関（前年度同数）】

《社協》
○はたらく相談会において、定期開催による事業
定着とともに、必要な層への効果的な周知や広報
について、継続検討が必要である。
○地域づくりに関わるコーディネータ―等との連携
が課題である。

B 充実

《社協》
○市内で活動する社会福祉法人のネットワーク化を進
め、社会福祉法人による地域貢献を推進し、施設や備
品の貸出等、地域の力を応援する取り組みを継続実施
している。
○生活困窮者への支援や有事の際の相互協力体制づ
くりをテーマにした部会を設置し、検討した。
○生活困窮者への支援として、「ひとまず相談」と社会
福祉法人のはたらく場としての機能を活かした「はたらく
相談会」を実施。行政やハローワーク、東京都福祉人材
センター、東京しごと財団との協働実施と地域福祉ｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾀｰの参画により相互の関係づくりにつながった。
【１回　参加者2７名】
○有事の際の相互協力体制づくりに向けて、災害勉強
会を実施した。【１回　参加費３５名】
○社会福祉法人のネットワークだけでなく、地域関係者
との連携に取り組んだ。生活支援コーディネーターとの
連携、市民協働課との連携。
【清瀬市社会福祉法人　社会貢献事業協議会３４機関
（前年度同数）】

《社協》
〇はたらく相談会の定期開催により、支援者間の連携
強化と支援者の広がりがある一方で、ひとまず相談自体
の件数増にはつながっていない。ひとまず相談担当者
の横のつながりをつくるとともに、地域への働きかけを検
討する必要がある。
〇地域福祉コーディネーター等地域づくりにかかわる
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとの連携は課題である。

B 充実

【
３

】

【
６

】

【
１
７

】

【取り組み３９】
制度の狭間の課
題解決

《社協》
○長期休校中の子どもの昼食を無償提供する子ど
もの食サポート事業を子ども家庭支援センター、福
祉施設、地域づくりの会等の協力を得て実施。【8
回、計４１９食提供】
〇ひきこもりの家族の孤立防止と支援につなげてい
くため、ひきこもり家族サロンを新たに実施。【６回　２
８名】

《社協》
○就労の課題だけでなく、孤立や虐待、外国籍世
帯への支援等、狭間の課題は多種多様である。既
存の機関では対応が困難な支援について、包括
的な相談支援を担う専門機関が連携して必要な支
援に取り組む体制整備が必要である。
○ひきこもり家族への支援だけでなく、当事者への
支援に取り組む必要がある。

B 充実

《社協》
○ひきこもりの家族の孤立防止と支援につなげていくた
め、ひきこもり家族サロンを実施。家族の他、当事者の
参加も増えた。【１２回　５５名】

《社協》
○就労の課題だけでなく、孤立や虐待、外国籍世帯へ
の支援等、狭間の課題は多種多様である。また、18歳を
超えた若者層や65歳を超えた障害者への支援など年
齢による狭間の課題もある。既存の機関では対応が困
難な支援について、包括的な相談支援を担う専門機関
が連携して必要な支援に取り組む体制整備が必要であ
る。
○ひきこもり家族への支援だけでなく、当事者への相談
支援や参加の場づくりなどに取り組む必要がある。

B 充実

【
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】

【
６

】

【
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【目標】　市内の様々な専門職人材・団体のネットワーク化を進め、制度の狭間や既存のサービスが行き届いていない事案の解決を目指します。
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